


　平成20年第１回定例会が３月３日に開会さ
れ、同６日に吉野市長が平成20年度の施政方
針を発表しました。

　

本
日
こ
こ
に
、
平
成
20
年
度
予
算

案
を
は
じ
め
多
数
の
重
要
案
件
を
提

案
し
て
、
ご
審
議
を
お
願
い
す
る
に

あ
た
り
、
新
年
度
に
お
け
る
重
点
施

策
を
中
心
に
所
信
を
申
し
上
げ
、
議

員
各
位
並
び
に
市
民
の
皆
様
の
ご
理

解
と
ご
協
力
を
賜
り
た
い
と
存
じ
ま

す
。

行
財
政
改
革

　

ま
ず
最
初
に
、
平
成
20
年
度
の
最

重
要
施
策
で
あ
る「
行
財
政
改
革
」の

取
り
組
み
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま

す
。
平
成
18
年
度
か
ら
行
財
政
改
革

の
推
進
を
最
重
要
課
題
と
位
置
付

け
、「
五
條
市
新
行
政
改
革
大
綱
」お

よ
び「
五
條
市
集
中
改
革
プ
ラ
ン
」を

策
定
し
、
補
助
金
、
委
託
料
、
普
通

建
設
事
業
な
ど
、
す
べ
て
の
事
務
事

業
に
つ
い
て
、
見
直
し
を
行
っ
て
ま

い
り
ま
し
た
。
平
成
20
年
度
に
お
き

ま
し
て
も
、
引
き
続
き
、
機
構
改
革

を
は
じ
め
と
し
て
、
職
員
定
数
の
大

幅
な
削
減
、
都
市
公
園
を
含
む
３
施

設
の
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
、
土

地
開
発
公
社
健
全
化
等
、
様
々
な
改

革
に
取
り
組
み
、
そ
の
成
果
が
期
待

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
財
政
健
全
化
計
画
に
基
づ

き
、
平
成
19
年
度
か
ら
平
成
21
年
度

ま
で
の
３
年
間
に
限
り
、
年
利
５

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
事
業
債
の
借
り

換
え
が
国
で
認
め
ら
れ
、
こ
れ
に
よ

り
３
年
間
の
借
り
換
え
額
は
、
一
般

会
計
で
４
億
３
，
０
０
０
万
円
、
簡

易
水
道
事
業
で
７
，
０
０
０
万
円
、

下
水
道
事
業
で
16
億
円
お
よ
び
上
水

道
事
業
で
７
億
６
，
０
０
０
万
円
、

合
計
28
億
６
，
０
０
０
万
円
を
予
定

し
て
お
り
、
そ
の
財
政
効
果
額
は

６
億
円
を
見
込
ん
で
お
り
ま
す
。

　

更
に
、
平
成
20
年
度
に
お
き
ま
し

て
は
、
現
在
、
試
行
的
に
実
施
し
て

お
り
ま
す
７
２
５
の
事
務
事
業
評
価

に
加
え
、
施
策
レ
ベ
ル
か
ら
の
評
価

も
取
り
入
れ
、
限
ら
れ
た
財
源
、
人

材
等
の
資
源
を
有
効
に
活
用
す
る
行

政
評
価
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と

に
よ
り
、
改
革
を
着
実
な
も
の
に
す

る
と
共
に
、
市
民
の
視
点
に
立
っ
た

簡
素
で
効
率
的
な
行
政
経
営
を
目
指

し
て
、
徹
底
し
た
行
財
政
改
革
を
断

行
し
て
ま
い
り
ま
す
。

新
五
條
市
総
合
計
画

　

次
に
、
将
来
の
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
る
上
で
最
も
基
本
と
な
る「
新
五

條
市
総
合
計
画
」に
つ
き
ま
し
て
は
、

平
成
18
年
度
か
ら
計
画
策
定
業
務
に

鋭
意
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
平
成
20
年
度
に
お
き
ま
し
て

も
、
継
続
し
て
審
議
を
行
い
、
市
民

の
誰だ

れ

も
が「
こ
こ
に
住
ん
で
良
か
っ

た
」と
、
実
感
で
き
る
五
條
市
の
指

標
と
な
る
計
画
を
策
定
し
て
ま
い
り

ま
す
。

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
整
備
事
業

　

次
に
、「
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
整
備
事

業
」の
取
り
組
み
に
つ
い
て
申
し
上

げ
ま
す
。
こ
の
事
業
は
、
平
成
23
年

７
月
か
ら
完
全
移
行
す
る
地
上
デ
ジ

タ
ル
放
送
へ
の
対
応
並
び
に
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
の
地
域
情
報
格
差

是
正
を
目
的
と
し
て
お
り
ま
す
。
事

業
の
進
め
方
と
い
た
し
ま
し
て
は
、

国
の
交
付
金
や
県
補
助
金
の
財
政
支

援
を
賜
り
な
が
ら
、
こ
ま
ど
り
ケ
ー

ブ
ル
株
式
会
社
を
活
用
し
た
事
業
の

実
施
を
予
定
し
て
お
り
、
４
月
か
ら

加
入
率
90
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
確
保

を
目
指
し
、
地
域
住
民
へ
の
説
明
会

を
計
画
し
て
お
り
ま
す
。

　

今
後
は
、
行
政
と
地
域
住
民
が
一

体
と
な
っ
た
事
業
と
し
て
取
り
組
ん

で
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

す
。

携
帯
電
話
の
通
信
エ
リ
ア
拡
大

　

次
に
、「
携
帯
電
話
の
通
信
エ
リ
ア

拡
大
」へ
の
取
り
組
み
に
つ
き
ま
し

て
は
、
携
帯
電
話
等
の
移
動
通
信

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
可
能
な
地
域
を
拡

大
し
、
地
域
住
民
の
利
便
性
の
向
上

や
社
会
経
済
活
動
の
活
性
化
を
図
っ

て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

す
。
と
り
わ
け
高
齢
者
が
多
い
山
間

地
域
な
ど
に
お
け
る
緊
急
事
態
時
等

へ
の
対
応
を
考
え
ま
す
と
、
地
域
間

の
情
報
通
信
格
差
の
是
正
が
非
常
に

大
切
で
あ
り
、
今
後
も
、
民
間
通
信

事
業
者
に
対
し
て
通
信
エ
リ
ア
拡
大

の
要
望
活
動
を
積
極
的
に
行
っ
て
ま

い
り
ま
す
。

公
共
交
通
対
策

　

次
に
、「
公
共
交
通
対
策
」の
取
り

組
み
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。
昨

年
11
月
の
地
域
公
共
交
通
会
議
に
お

け
る
再
編
計
画
に
基
づ
き
、
４
月
か

ら
路
線
バ
ス
が
休
止
と
な
る
地
域
に

お
き
ま
し
て
は
、
デ
マ
ン
ド
方
式
の

乗
合
タ
ク
シ
ー
並
び
に
へ
き
地
患
者

輸
送
車
を
活
用
し
た
代
替
交
通
を
運

行
し
て
ま
い
り
ま
す
。
ま
た
、
大
塔

地
区
の
ふ
れ
あ
い
バ
ス
に
つ
き
ま
し

て
も
、
デ
マ
ン
ド
方
式
に
よ
る
有
償

運
行
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
に
伴
い
ま
し
て
、
五
條
市
生

活
バ
ス
の
運
行
に
関
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て
、
今
議
会
で
ご
審
議
を

お
願
い
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

今
後
も
引
き
続
き
、
地
域
住
民
、

特
に
高
齢
者
や
児
童
・
生
徒
な
ど
交

通
弱
者
に
配
慮
し
た
、
生
活
交
通
の

あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
て
ま
い
り

ま
す
。

陸
上
自
衛
隊
駐
屯
地
の
誘
致

　

次
に
、「
陸
上
自
衛
隊
駐
屯
地
の
誘

致
」に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
れ
ま
で

�議会　施政方針



議会 施 政 方 針
に
昨
年
12
月
に
防
衛
省
へ
の
要
望
活

動
、
２
月
に
自
衛
隊
奈
良
地
方
協
力

本
部
へ
の
要
望
活
動
、
徳
島
県
阿
南

市
お
よ
び
高
知
県
香
南
市
へ
の
視
察

を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

今
後
も
引
き
続
き
、
駐
屯
地
誘
致

の
実
現
に
向
け
、
防
衛
省
お
よ
び
関

係
機
関
へ
精
力
的
に
要
望
活
動
を

行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

道
路
行
政

　

次
に
、「
道
路
行
政
」の
取
り
組
み

の
う
ち
、
国
道
24
号
拡
幅
整
備
に
つ

き
ま
し
て
は
、
本
陣
交
差
点
か
ら
市

役
所
下
交
差
点
ま
で
の
１
工
区
が
、

平
成
20
年
度
か
ら
、
い
よ
い
よ
工
事

に
着
手
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
市
役
所

下
交
差
点
か
ら
裁
判
所
下
ま
で
の
２

工
区
に
つ
き
ま
し
て
は
、引
き
続
き
、

国
と
一
体
と
な
り
用
地
交
渉
を
行
っ

て
ま
い
り
ま
す
。
更
に
、
３
工
区
の

設
計
お
よ
び
補
償
物
件
調
査
が
行
わ

れ
る
予
定
で
あ
り
ま
す
。

　

次
に
、
地
域
高
規
格
道
路
五
條
新

宮
道
路（
五
條
市
域
）に
つ
き
ま
し
て

は
、
県
に
お
い
て
、
本
陣
交
差
点
か

ら
五
條
イ
ン
タ
ー
ま
で
を
先
行
し
て

事
業
化
が
進
め
ら
れ
ま
す
こ
と
は
、

ご
案
内
の
と
お
り
で
あ
り
、
事
業
の

早
期
実
現
に
先
が
け
て
都
市
計
画
決

定
を
行
う
た
め
、
県
お
よ
び
関
係
機

関
に
強
く
働
き
か
け
て
ま
い
り
ま
す
。

　

次
に
、
京
奈
和
自
動
車
道
に
つ
き

ま
し
て
は
、
引
き
続
き
、
大
和
・
御

所
道
路
に
お
け
る
御
所
区
間
の
早
期

開
通
に
向
け
、
強
く
働
き
か
け
て
ま

い
り
ま
す
。

　

一
方
、
市
道
岡
７
号
線
の
改
良
工

事
に
つ
き
ま
し
て
は
、
全
線
３
３
０

メ
ー
ト
ル
の
整
備
を
精
力
的
に
行
っ

て
ま
い
り
ま
す
。

　

ま
た
、
市
道
中
之
今
井
線
の
改
良

工
事
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
後
も
精

力
的
に
用
地
交
渉
を
行
い
、全
線
１
，

４
０
０
メ
ー
ト
ル
の
早
期
整
備
に
取

り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

街
な
み
環
境
整
備
事
業

　

次
に
、
新
町
地
区
の「
街
な
み
環

境
整
備
事
業
」に
つ
き
ま
し
て
は
、

平
成
19
年
度
で
終
了
と
な
っ
て
お
り

ま
す
。
ま
た
、
修
景
施
設
整
備
補
助

事
業
は
、
こ
れ
ま
で
に
57
件
の
施
設

を
整
備
し
、
歴
史
的
な
風
情
の
あ
る

町
並
み
と
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

今
後
は
、
文
化
財
保
護
の
観
点
で

地
区
全
体
の
景
観
保
存
を
図
る
べ

く
、
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地

区
へ
の
選
定
に
向
け
て
、
鋭
意
努
力

し
て
ま
い
り
ま
す
。

公
園
整
備
事
業

　

次
に
、「
公
園
整
備
事
業
」の
う
ち
、

五
條
中
央
公
園
に
つ
き
ま
し
て
は
、

今
後
も
引
き
続
き
、
火
葬
場
か
ら
吉

野
川
河
川
敷
ま
で
の
公
園
西
側
の
整

備
を
、
平
成
21
年
度
の
完
了
を
目
標

に
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

次
に
、
上
野
公
園
多
目
的
グ
ラ
ウ

ン
ド
人
工
芝
改
修
工
事
に
つ
き
ま
し

て
は
、
ス
ポ
ー
ツ
を
通
し
て
の
青
少

年
健
全
育
成
、
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
お
よ

び
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
の
場
を

提
供
で
き
る
魅
力
あ
る
施
設
づ
く
り

を
図
る
べ
く
、
平
成
20
年
度
に
お
き

ま
し
て
、
多
目
的
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
人

工
芝
化
の
整
備
を
行
っ
て
ま
い
る
所

存
で
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
21
年
７
月
下
旬
か
ら

８
月
中
旬
に
か
け
て
、
奈
良
県
を
中

心
に
開
催
さ
れ
ま
す
、「
全
国
高
等
学

校
総
合
体
育
大
会
」の
サ
ッ
カ
ー
予

選
会
場
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
も

あ
り
、
公
園
全
体
の
活
性
化
に
も
繋つ

な

が
る
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

次
に
、（
仮
称
）金
剛
山
麓
野
鳥
の

森
公
園
整
備
事
業
に
つ
い
て
申
し
上

げ
ま
す
。
事
業
の
第
一
目
的
は
、
土

地
開
発
公
社
の
経
営
健
全
化
を
図
る

こ
と
で
あ
り
ま
す
。
昨
年
１
月
に
概お

お
む

ね
10
年
間
で
土
地
開
発
公
社
の
保
有

土
地
を
処
分
す
る
計
画
を
策
定
し
、

そ
の
一
つ
が
本
事
業
で
あ
り
ま
す
。

平
成
20
年
度
予
算
案
に
お
き
ま
し

て
、
土
地
開
発
公
社
の
用
地
購
入
費

を
計
上
し
、
整
備
に
向
け
て
取
り
組

ん
で
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

す
。

　

更
に
、
施
設
の
有
効
利
用
と
管
理

費
の
削
減
を
図
る
べ
く
、
市
で
管
理

し
て
い
る
上
野
公
園
、
阿
田
峯
公
園

お
よ
び
５
万
人
の
森
公
園
の
指
定
管

理
者
制
度
の
導
入
に
向
け
、
こ
れ
ま

で
に
募
集
要
項
、
仕
様
書
の
配
付
を

行
い
、
２
月
15
日
に
現
地
説
明
会
を

終
え
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

今
後
の
予
定
と
い
た
し
ま
し
て

は
、
５
月
に
選
定
委
員
会
に
お
い
て

管
理
者
を
決
定
し
、
６
月
議
会
に
お

き
ま
し
て
ご
審
議
・
ご
議
決
を
賜
り
、

10
月
か
ら
指
定
管
理
者
に
よ
る
管

理
・
運
営
を
開
始
し
て
ま
い
り
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

地
籍
調
査
事
業

　

次
に
、「
地
籍
調
査
事
業
」に
つ
き

ま
し
て
は
、
現
在
調
査
を
進
め
て
お

り
ま
す
５
地
区
に
加
え
、
平
成
20
年

度
か
ら
新
た
に
、
山
田
町
・
原
町
の

各
一
部
、
釜
窪
町
の
一
部
、
本
町
１

丁
目
、
３
丁
目
・
須
恵
１
丁
目
の
各

一
部
、
今
井
３
丁
目
お
よ
び
西
吉
野

町
茄
子
原
・
平
雄
の
各
一
部
の
５
地

区
の
調
査
を
実
施
す
る
予
定
で
あ
り

ま
す
。

み
ど
り
園
大
規
模
改
修
事
業

　

次
に
、「
み
ど
り
園
大
規
模
改
修
事

業
」に
つ
き
ま
し
て
は
、
施
設
の
延

命
化
お
よ
び
環
境
保
全
を
図
る
べ

く
、
焼
却
施
設
、
排
煙
施
設
な
ど
の

改
修
工
事
を
、
平
成
20
年
度
か
ら
３

か
年
事
業
で
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

改
修
工
事
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
市

民
の
皆
様
に
ご
迷
惑
を
お
掛
け
す
る

こ
と
の
な
い
よ
う
、
工
事
並
び
に
処

理
業
務
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
の

で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
申

し
上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

下
水
道
事
業

　

次
に
、「
下
水
道
事
業
」の
取
り
組

み
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。
本
市

の
公
共
下
水
道
普
及
率
は
、
本
年
度

末
で
55
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
す
る
見
込

み
で
あ
り
ま
す
。

　

平
成
20
年
度
に
お
き
ま
し
て
も
、

引
き
続
き
、
市
街
地
を
中
心
と
し
た

整
備
区
域
の
拡
大
に
取
り
組
む
と
共

に
、
水
洗
化
促
進
を
図
る
べ
く
、
精

力
的
に
戸
別
訪
問
を
行
い
、
市
民
の

皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
求
め
て

ま
い
り
ま
す
。住

宅
行
政

　

ま
た
、
野
原
地
区
の
県
流
域
下
水

道
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、
平
成
22

年
度
末
の
完
成
に
向
け
て
計
画
的
に

事
業
が
進
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

次
に
、「
住
宅
行
政
」の
取
り
組
み

に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。
入
居
者

の
火
災
に
よ
る
被
害
の
軽
減
を
図
る

べ
く
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置

を
計
画
的
に
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

ま
た
、
住
宅
使
用
料
の
徴
収
に
つ

き
ま
し
て
は
、
貴
重
な
財
源
確
保
を

図
る
べ
く
、
精
力
的
に
取
り
組
ん
で

ま
い
り
ま
す
。

　

更
に
、
市
営
住
宅
の
耐
震
化
を
図

る
べ
く
、
平
成
20
年
度
に
お
き
ま
し

て
、
今
井
団
地
お
よ
び
東
田
中
団
地

の
１
・
２
号
棟
の
耐
震
予
備
診
断
を

実
施
し
て
ま
い
り
ま
す
。

人
権
行
政

　

次
に
、「
人
権
行
政
」の
取
り
組
み

�



に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
れ
ま

で
に
、
地
域
間
交
流
や
世
代
間
交
流

の
拠
点
と
な
る「
五
條
市
人
権
総
合

セ
ン
タ
ー
」の
建
設
事
業
に
取
り
組

ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。
地
元
の
皆
様

の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
得
ま
し
て
、

昨
年
11
月
末
に
完
成
し
、
１
月
か
ら

運
用
し
て
お
り
ま
す
こ
と
は
ご
案
内

の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

　

今
後
は
、
当
セ
ン
タ
ー
を
拠
点
に

同
和
問
題
を
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
人

権
問
題
の
撤
廃
を
発
信
す
る
と
共

に
、
機
能
充
実
を
図
っ
て
ま
い
り
ま

す
。

　

ま
た
、
市
が
こ
れ
ま
で
に
取
り
組

ん
で
ま
い
り
ま
し
た
諸
施
策
に
つ
い

て
、
そ
の
成
果
や
課
題
を
明
ら
か
に

し
、
優
し
さ
と
ぬ
く
も
り
の
あ
る

五
條
市
、
あ
ら
ゆ
る
人
権
問
題
の
な

い
ま
ち
づ
く
り
へ
の
構
築
を
図
る
べ

く
、
人
権
に
関
す
る
市
民
意
識
調
査

を
実
施
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
平
成

20
年
度
に
お
き
ま
し
て
は
、
市
民
の

皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
に
よ
り
得

ま
し
た
貴
重
な
調
査
結
果
を
基
に
、

「
人
権
施
策
に
関
す
る
基
本
計
画
」の

策
定
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

農
林
業
施
策

　

次
に
、「
農
林
業
施
策
」の
取
り
組

み
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。
本
市

は
、
農
業
と
林
業
が
重
要
な
産
業
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。
本
市
中
央
部
の

丘
陵
地
域
に
お
き
ま
し
て
は
、
柿
や

梅
な
ど
の
果
樹
が
栽
培
さ
れ
て
お

り
、
特
に
国
営
五
條
吉
野
土
地
改
良

事
業
に
よ
る
造
成
地
域
は
、
全
国
有

数
の
柿
の
優
良
産
地
で
あ
り
ま
す
。

市
全
体
の
生
産
量
に
い
た
っ
て
は
、

全
国
第
１
位
を
誇
り
、
こ
の「
生
産

量　

日
本
一
の
柿
」を
Ｊ
Ａ
な
ら
け

ん
な
ど
関
係
機
関
と
連
携
を
密
に
し

な
が
ら
、
全
国
に
普
及
し
て
ま
い
り

ま
す
。

　

ま
た
、
五
條
地
域
に
お
き
ま
し
て

は
、
水
田
農
業
が
中
心
の
労
働
集
約

型
農
業
で
あ
り
ま
す
が
、
担
い
手
の

高
齢
化
等
に
よ
る
遊
休
農
地
対
策

や
新
規
就
農
者
の
促
進
等
を
図
る
べ

く
、
農
地
取
得
の
下
限
面
積
の
引
き

下
げ
を
行
い
、
農
地
の
権
利
移
動
に

よ
る
地
域
農
業
の
活
性
化
と
振
興
を

推
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

更
に
、
農
業
の
生
産
性
の
向
上
を

図
る
べ
く
、
平
成
20
年
度
か
ら
５
か

年
事
業
で
、
山
陰
地
区
の
ほ
場
整
備

に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　

一
方
、
林
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、

森
林
環
境
税
や
補
助
事
業
を
活
用
し

て
森
林
の
持
つ
機
能
増
進
を
図
り
、

元
気
な
森
林
づ
く
り
を
推
進
し
て
ま

い
り
ま
す
。
ま
た
、
林
業
の
生
産
活

動
の
活
性
化
と
振
興
を
図
る
林
道
整

備
に
つ
き
ま
し
て
も
、
精
力
的
に
取

り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

観
光
行
政

　

次
に
、「
観
光
行
政
」の
取
り
組
み

に
つ
き
ま
し
て
は
、
宇
井
地
区
に
お

け
る
国
道
１
６
８
号
の
復
旧
工
事
が

終
了
し
、
今
月
18
日
か
ら
開
通
さ
れ

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
今
後
、
観

光
客
の
増
加
が
期
待
さ
れ
、
更
な
る

観
光
客
の
誘
致
を
図
る
べ
く
、
豊
富

な
観
光
資
源
を
最
大
限
に
活い

か
し
た

観
光
ル
ー
ト
の
整
備
に
精
力
的
に
取

り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

福
祉
・
保
健
行
政

　

次
に
、「
福
祉
・
保
健
行
政
」の
取

り
組
み
の
う
ち
、
高
齢
者
福
祉
に
つ

き
ま
し
て
は
、「
第
５
期
老
人
保
健
福

祉
計
画
・
第
４
期
介
護
保
険
事
業
計

画
」の
策
定
委
員
会
を
設
置
し
、
平

成
21
年
度
か
ら
平
成
23
年
度
ま
で
の

高
齢
者
施
策
の
検
討
を
進
め
る
と
共

に
、
更
な
る
高
齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス

お
よ
び
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を

図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

次
に
、
障
害
者
福
祉
に
つ
き
ま

し
て
は
、「
五
條
市
障
害
者
基
本
計

画
・
五
條
市
障
害
者
福
祉
計
画（
第

１
期
）」に
基
づ
き
、
充
実
し
た
支
援

サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
支
援
体
制
づ
く
り

に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。
ま
た
、
平

成
21
年
度
か
ら
平
成
23
年
度
ま
で
の

第
２
期
計
画
の
策
定
に
取
り
組
ん
で

ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

次
に
、
児
童
福
祉
に
つ
き
ま
し
て

は
、
平
成
17
年
３
月
に
策
定
し
ま

し
た「
五
條
市
次
世
代
育
成
支
援
行

動
計
画（
前
期
計
画
）」並
び
に
、
昨

年
６
月
に
立
ち
上
げ
ま
し
た「
五
條

市
次
世
代
育
成
支
援
対
策
地
域
協
議

会
」で
の
意
見
や
見
直
し
点
等
を
踏

ま
え
な
が
ら
、
更
な
る
子
育
て
支
援

サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
図
る
と
共
に
、

平
成
22
年
度
か
ら
平
成
26
年
度
ま
で

の
後
期
計
画
の
見
直
し
作
業
に
向
け

て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
昼
間
、
保
護
者
の
い
な
い

家
庭
の
放
課
後
児
童
の
健
全
育
成
を

図
る
た
め
、
平
成
13
年
度
か
ら
学
童

保
育
所
を
開
設
し
て
ま
い
り
ま
し

た
。
平
成
20
年
度
か
ら
新
た
に
今
井

区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
に
お
き

ま
し
て
、
市
内
で
６
か
所
目
と
な
る

「
宇
智
学
童
保
育
所
」を
開
設
し
て
ま

い
り
ま
す
。

　

次
に
、
国
民
健
康
保
険
お
よ
び
後

期
高
齢
者
医
療
に
つ
き
ま
し
て
は
、

４
月
か
ら
国
民
健
康
保
険
を
は
じ
め

と
す
る
医
療
制
度
が
改
正
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。
主
な
内
容
と
い

た
し
ま
し
て
は
、
現
行
の
老
人
保
健

制
度
を
廃
止
し
、
県
下
全
市
町
村
で

構
成
さ
れ
る
広
域
連
合
に
よ
る
、
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
実
施
で
あ
り

ま
す
。
こ
の
制
度
の
実
施
主
体
は
、

奈
良
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

で
あ
り
ま
す
が
、
相
談
窓
口
、
資
格

関
係
の
受
付
並
び
に
保
険
料
の
収
納

等
の
業
務
に
つ
き
ま
し
て
は
、
各
市

町
村
が
担
当
と
な
り
ま
す
。
本
市
と

い
た
し
ま
し
て
は
、
広
域
連
合
と
連

携
を
図
り
な
が
ら
円
滑
な
事
業
の
運

用
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

こ
れ
に
伴
い
ま
し
て
、
五
條
市
後

期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て
、
今
議
会
で
ご
審
議
を

お
願
い
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
医
療
費
の
適
正
化
を
図
る

べ
く
、
40
歳
以
上
の
全
被
保
険
者
を

対
象
と
し
た
、
特
定
健
康
診
査
お
よ

び
保
健
指
導
を
実
施
し
て
ま
い
り
ま

す
。
こ
れ
は
、
昨
今
の
食
生
活
等
、

生
活
様
式
の
変
化
に
伴
い
増
加
す
る

糖
尿
病
、
高
血
圧
症
、
高
脂
血
症
と

い
っ
た
生
活
習
慣
病
の
発
症
・
重
症

化
を
未
然
に
予
防
す
る
こ
と
で
、
市

民
の
健
康
保
持
・
増
進
を
図
り
、
医

療
費
の
増
加
を
抑
制
す
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。
実
施
方
法
と
い
た
し
ま
し

て
は
、
市
内
で
開
業
の
各
医
院
に
健

診
を
委
託
す
べ
く
、
現
在
、
五
條
市

医
師
会
と
鋭
意
協
議
中
で
あ
り
ま

す
。
西
吉
野
・
大
塔
地
域
に
つ
き
ま

し
て
は
、
検
診
車
を
配
し
て
集
団
検

診
を
実
施
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

（
仮
称
）に
し
よ
し
の

健
康
増
進
・
福
祉
施
設
整
備

　

次
に
、「（
仮
称
）に
し
よ
し
の
健
康

増
進
・
福
祉
施
設
整
備
」に
つ
き
ま

し
て
は
、
昨
年
12
月
に
建
設
準
備
委

員
会
を
設
置
し
、
こ
れ
ま
で
に
協
議

や
施
設
の
視
察
を
行
っ
て
ま
い
り
ま

し
た
。
平
成
20
年
度
予
算
案
に
お
き

ま
し
て
、
測
量
・
設
計
委
託
料
を
計

上
し
、
整
備
に
向
け
て
取
り
組
ん
で

ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

産
科
医
療
問
題

　

次
に
、「
産
科
医
療
問
題
」に
つ
き

ま
し
て
は
、
平
成
18
年
４
月
か
ら
の

県
立
五
條
病
院
に
続
い
て
、
済
生
会
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御
所
病
院
、
町
立
大
淀
病
院
が
相
次

い
で
、
産
科
の
休
診
が
な
さ
れ
て
ま

い
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
県
南

部
地
域
に
お
け
る
産
婦
人
科
医
療
体

制
は
、
非
常
に
深
刻
な
状
況
に
陥
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
市
と
い
た
し
ま

し
て
も
、
こ
れ
ま
で
に
、
県
立
五
條

病
院
の
産
科
再
開
に
向
け
、
平
成
18

年
12
月
お
よ
び
昨
年
５
月
に
県
知

事
、
県
議
会
議
長
等
に
対
し
て
要
望

書
を
提
出
し
、
更
に
、
機
会
あ
る
ご

と
に
同
様
の
要
望
を
行
っ
て
ま
い
り

ま
し
た
。

　

先
般
、
今
春
に
も
県
立
五
條
病
院

と
橋
本
市
民
病
院
と
の
医
療
連
携
体

制
に
よ
り
、
県
立
五
條
病
院
の
産
科

が
再
開
さ
れ
る
と
い
う
新
聞
報
道
が

あ
り
ま
し
た
。
市
と
い
た
し
ま
し
て

も
、
大
変
喜
ば
し
く
、
ま
た
大
い
に

期
待
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
も

引
き
続
き
、
本
体
制
が
早
期
に
稼
動

さ
れ
、
県
立
五
條
病
院
の
産
科
が
再

開
さ
れ
る
よ
う
、
精
力
的
に
要
望
活

動
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

教
育
行
政

　

次
に
、「
教
育
行
政
」の
取
り
組
み

に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。
社
会
の

急
速
な
変
化
に
伴
い
、
い
じ
め
や
不

登
校
問
題
、
学
力
の
低
下
、
児
童
虐

待
に
代
表
さ
れ
る
家
庭
教
育
の
低
下

な
ど
、
子
供
た
ち
を
取
り
巻
く
教
育

課
題
に
は
大
変
厳
し
い
も
の
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
特
別
支
援
教
育
の
導

入
、
全
国
一
斉
の
学
力
・
学
習
状
況

調
査
の
実
施
、
小
学
校
へ
の
英
語
教

育
の
導
入
、
学
校
評
価
の
実
施
と
そ

の
公
表
な
ど
、
様
々
な
教
育
改
革
の

波
が
押
し
寄
せ
て
き
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
ら
教
育
課
題
の
克
服
に
向
け

て
、
平
成
20
年
度
に
お
け
る
学
校
・

園
の
目
標
を「
確
か
な
学
力
の
定

着
」、「
豊
か
な
心
の
育
成
」、「
教
育
の

質
の
向
上
」と
掲
げ
た
と
こ
ろ
で
あ

り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
・
園
の

教
育
活
動
の
推
進
に
あ
た
っ
て
は
、

幼
児
・
児
童
・
生
徒
の「
知
・
徳
・
体
」

の
調
和
を
図
り
な
が
ら
、
創
意
工
夫

と
特
色
に
満
ち
た「
魅
力
と
活
力
の

あ
る
学
校
づ
く
り
」を
、
更
に
推
し

進
め
ら
れ
る
よ
う
、
鋭
意
努
め
て
ま

い
り
ま
す
。

　

次
に
、「
教
育
環
境
の
整
備
」の
う

ち
、
教
育
の
情
報
化
へ
の
取
り
組
み

に
つ
き
ま
し
て
は
、す
べ
て
の
児
童
・

生
徒
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ（
情
報
通
信
技
術
）活

用
能
力
の
向
上
を
図
る
べ
く
、
こ
れ

ま
で
に
、
五
條
教
育
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

シ
ス
テ
ム
構
築
事
業
を
行
っ
て
ま
い

り
ま
し
た
。

　

今
後
は
、
初
・
中
等
教
育
に
お
け

る
情
報
活
用
能
力
の
育
成
を
図
る
べ

く
、
効
果
的
な
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
に
よ
り

情
報
教
育
の
更
な
る
充
実
に
取
り
組

ん
で
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

す
。

　

ま
た
、
学
校
施
設
の
耐
震
化
に
つ

き
ま
し
て
は
、
児
童
・
生
徒
の
安
全

を
確
保
す
る
た
め
、
建
物
の
耐
震
補

強
改
修
工
事
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し

た
。平
成
20
年
度
に
お
き
ま
し
て
は
、

五
條
中
学
校
お
よ
び
五
條
東
中
学
校

の
耐
震
診
断
を
行
う
予
定
で
あ
り
ま

す
。

水
道
事
業

　

次
に
、「
水
道
事
業
」の
取
り
組
み

の
う
ち
、
上
水
道
事
業
に
つ
き
ま
し

て
は
、
公
営
企
業
健
全
化
計
画
に
基

づ
き
、
平
成
19
年
度
か
ら
平
成
20
年

度
ま
で
の
２
年
間
に
限
り
、
年
利
６

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
事
業
債
の
借
り

換
え
が
国
で
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ

れ
に
よ
り
、繰
り
上
げ
償
還
を
行
い
、

公
営
企
業
財
政
の
長
期
安
定
化
に
資

す
る
と
共
に
、
民
間
委
託
の
一
部
見

直
し
や
上
水
処
理
の
効
率
化
等
を
推

進
し
、
水
質
基
準
に
適
合
し
た
安
全

で
低
廉
な
水
道
水
を
安
定
的
に
提
供

で
き
る
よ
う
、
鋭
意
取
り
組
ん
で
ま

い
り
ま
す
。

　

次
に
、
簡
易
水
道
事
業
の
取
り
組

み
に
つ
き
ま
し
て
は
、
白
銀
南
地
区

で
の
水
道
未
普
及
地
域
解
消
整
備
事

業
が
完
了
し
、
４
月
か
ら
試
験
給
水

を
行
い
、
順
次
、
本
格
給
水
に
移
行

す
る
予
定
で
あ
り
ま
す
。
事
業
の
完

成
に
よ
り
、
西
吉
野
町
唐
戸
ほ
か
３

自
治
会
約
64
戸
、
１
６
０
人
お
よ
び

公
共
施
設
等
が
水
道
の
恩
恵
に
浴
し

て
い
た
だ
け
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

今
後
も
引
き
続
き
、
白
銀
北
地
区

の
統
合
整
備
並
び
に
城
戸
・
陰
地
地

区
の
水
道
未
普
及
地
域
解
消
整
備
を

計
画
的
に
行
う
と
共
に
、
辻
堂
地
区

の
水
道
未
普
及
地
域
解
消
事
業
に
つ

き
ま
し
て
も
、
実
施
設
計
・
用
地
買

収
等
に
着
手
し
て
ま
い
り
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

防
災
・
消
防
行
政

　

最
後
に
、
市
民
の
生
命
と
財
産
を

守
る「
防
災
・
消
防
行
政
」の
取
り
組

み
の
う
ち
、
救
急
業
務
に
つ
き
ま
し

て
は
、
毎
年
増
加
す
る
救
急
需
要
に

対
応
す
る
た
め
、
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
（
医
学
的
観
点
か
ら
救
急

隊
員
が
行
う
応
急
処
置
等
の
質
の
保

証
）体
制
の
も
と
、
救
急
救
命
士
の

養
成
や
医
療
研
修
の
充
実
を
図
り
、

救
急
隊
員
の
資
質
の
向
上
に
努
め
る

と
共
に
、
市
民
に
対
し
て
普
通
救
命

講
習
を
実
施
し
、
応
急
手
当
の
普
及

啓
発
並
び
に
救
命
処
置
の
向
上
を

図
っ
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
。

　

次
に
、
予
防
業
務
に
つ
き
ま
し
て

は
、
大
切
な
文
化
財
を
後
世
に
引
き

継
ぐ
う
え
で
、
火
災
等
の
災
害
に
遭

わ
な
い
よ
う
、
１
月
23
日
か
ら
の
文

化
財
防
火
週
間
中
に
文
化
財
建
造
物

の
立
入
査
察
や
、
大
型
店
舗
等
に
も

随
時
、立
入
査
察
を
実
施
す
る
な
ど
、

火
気
の
取
り
扱
い
や
消
防
用
設
備
等

の
維
持
管
理
並
び
に
防
火
管
理
体
制

の
強
化
に
努
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設

置
に
つ
き
ま
し
て
は
、
既
存
住
宅
に

は
平
成
21
年
５
月
末
ま
で
猶
予
期
間

は
あ
り
ま
す
が
、
地
域
に
お
け
る

消
防
訓
練
等
の
機
会
に
早
期
の
設
置

を
指
導
し
て
ま
い
る
所
存
で
あ
り
ま

す
。

　

次
に
、
防
災
対
策
に
つ
き
ま
し
て

は
、
近
年
、
大
型
台
風
や
局
地
的
な

集
中
豪
雨
に
よ
り
、
全
国
各
地
で
土

砂
災
害
が
頻
発
し
て
お
り
ま
す
。
幸

い
県
内
で
は
大
規
模
な
災
害
は
起
き

て
お
り
ま
せ
ん
が
、
県
内
に
は
８
，

０
０
０
か
所
を
超
え
る
土
砂
災
害
危

険
区
域
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
県

事
業
に
よ
り
砂
防
事
業
や
急
傾
斜
地

対
策
事
業
な
ど
が
実
施
さ
れ
て
ま
い

り
ま
し
た
が
、
ハ
ー
ド
対
策
だ
け
で

は
住
民
の
安
全
が
守
れ
な
い
こ
と
か

ら
、
ソ
フ
ト
対
策
に
も
取
り
組
ま
れ

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
現
在
、
県

に
お
き
ま
し
て
、
土
砂
災
害
警
戒
区

域
の
指
定
に
取
り
か
か
っ
て
お
り
、

本
市
に
お
き
ま
し
て
も
現
地
調
査
が

進
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

更
に
、
２
月
か
ら
県
内
で
も「
土

砂
災
害
警
戒
情
報
」の
運
用
が
開
始

さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
土
砂
災
害

の
危
険
度
が
高
ま
っ
た
市
町
村
に
対

し
、
気
象
庁
と
県
が
共
同
し
て
発
表

す
る
情
報
を
、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を
通
し
て
、

早
期
に
得
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま

し
た
。

　

市
の
取
り
組
み
と
い
た
し
ま
し
て

は
、
平
成
20
年
度
に
お
い
て
、
土
砂

災
害
や
洪
水
の
危
険
性
、
地
震
の
揺

れ
や
す
さ
な
ど
、
防
災
に
関
す
る
情

報
や
日
ご
ろ
か
ら
の
備
え
な
ど
を
記

し
た「
防
災
の
し
お
り
」を
、
市
内
各

戸
に
配
布
し
、
市
民
の
防
災
意
識
の

高
揚
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

�
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■
条
例
等

【
制　

定
】

▼
生
活
バ
ス
の
運
行
に
関
す
る
条
例

　

公
共
交
通
の
再
編
計
画
に
基
づ
き
、
道
路
運
送
法
第
78
条
第
２
号
の
規

定
に
よ
る
自
家
用
自
動
車（
生
活
バ
ス
）の
有
償
運
送
を
行
う
た
め
。（
20

年
４
月
１
日
か
ら
施
行
）

▼
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
条
例

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
創
設
さ
れ
る
た
め
。（
20
年
４
月
１
日
か
ら
施

行
）

▼
野
原
東
住
民
セ
ン
タ
ー
条
例

　

人
権
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
制
定
に
伴
う
制
定
。（
公
布
の
日
か
ら
施
行
）

【
一
部
改
正
】

▼
行
政
組
織
条
例

　

機
構
改
革
と
し
て
上
下
水
道
部
を
設
置
。（
20
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
）

▼
監
査
委
員
に
関
す
る
条
例

　

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
が
施
行
さ
れ
る
た

め
、
健
全
化
判
断
比
率
及
び
資
金
不
足
比
率
等
の
審
査
事
項
を
加
え
る
。

（
20
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
）

▼
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
等

　

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

等
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
整
備
。（
一
部
の
改
正
規
定
を
除
き
20
年
４
月

１
日
か
ら
施
行
）

▼
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
、
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

　

機
構
改
革
と
し
て
中
央
公
民
館
長
の
項
を
削
除
。（
20
年
４
月
１
日
か
ら

適
用
）

▼
道
路
占
用
料
に
関
す
る
条
例

　

道
路
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
に
伴
い
、
占
用
料
の

額
を
改
定
。（
20
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
）

▼
準
用
河
川
管
理
条
例

　

奈
良
県
流
水
占
用
料
等
に
関
す
る
条
例
の
改
正
に
伴
い
、
占
用
料
の
額

を
改
定
。（
20
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
）

▼
法
定
外
公
共
物
の
管
理
に
関
す
る
条
例

　

道
路
占
用
料
に
関
す
る
条
例
の
改
正
に
伴
い
、
占
用
料
の
額
を
改
定
。

（
20
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
）

▼
公
有
財
産
の
使
用
料
に
関
す
る
条
例

　

道
路
占
用
料
に
関
す
る
条
例
の
改
正
に
伴
い
、
使
用
料
の
額
を
改
定
。

（
20
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
）

▼
学
童
保
育
所
条
例

　

宇
智
学
童
保
育
所
が
新
設
さ
れ
る
た
め
。（
20
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
）

▼
児
童
遊
園
地
設
置
条
例

　

大
津
児
童
遊
園
地
が
新
設
さ
れ
、
火
打
児
童
遊
園
地
が
廃
止
さ
れ
る
た

め
。（
公
布
の
日
か
ら
施
行
）

▼
老
人
医
療
費
助
成
条
例
等

　

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
奈
良
県
老

人
医
療
費
助
成
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
等
が
改
正
さ
れ
る
た
め
。（
20
年

４
月
１
日
か
ら
施
行
）

▼
国
民
健
康
保
険
条
例

　

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
制
度
間
調
整

等
を
図
る
。（
20
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
）

▼
応
急
診
療
所
条
例
及
び
大
塔
診
療
所
条
例

　

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
診
療
料
の

算
定
方
法
を
改
正
。（
公
布
の
日
か
ら
施
行
）

▼
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例

　

機
構
改
革
と
し
て
水
道
局
を
上
下
水
道
部
に
改
め
る
。（
20
年
４
月
１
日

か
ら
施
行
）

▼
上
水
道
事
業
給
水
条
例

　

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
整

備
。（
20
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
）

▼
消
防
事
務
に
関
す
る
手
数
料
条
例

　

証
明
手
数
料
の
改
正
。（
20
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
）

▼
議
会
委
員
会
条
例

　

常
任
委
員
会
の
所
管
等
の
改
正
。（
20
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
）

■
予　

算

【
19
年
度
補
正
予
算
】

▽
一
般
会
計（
第
５
号
）

　

給
与
改
定
及
び
異
動
等
に
伴
う
人
件
費
の
追
加

	
	

	

８
，
２
７
９
千
円
を
増
額

▼
一
般
会
計（
第
６
号
）

　

退
職
手
当
、
生
活
保
護
国
庫
負
担
金
精
算
返
還
金
、
障
害
福
祉
費
等
の

追
加	

	

４
２
５
，
９
６
１
千
円
を
増
額

▽
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計（
第
２
号
）

　

給
与
改
定
及
び
異
動
等
に
伴
う
人
件
費
の
追
加

	
	

	

２
，
５
３
０
千
円
を
増
額

▼
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計（
第
３
号
）

　

保
険
給
付
費
等
の
追
加	

	

１
５
７
，
４
２
８
千
円
を
増
額

▽
簡
易
水
道
特
別
会
計（
第
３
号
）

　

給
与
改
定
及
び
異
動
等
に
伴
う
人
件
費
の
追
加	

４
０
５
千
円
を
増
額

▼
老
人
保
健
特
別
会
計（
第
１
号
）

　

総
務
費
の
追
加	

	

２
，
６
０
９
千
円
を
増
額

▼
下
水
道
事
業
特
別
会
計（
第
２
号
）

　

繰
上
償
還
金
、
流
域
下
水
道
費
の
追
加

�議会　議決された議案
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４
３
９
，
７
０
０
千
円
を
増
額

　

流
域
関
連
公
共
下
水
道
事
業
費
の
繰
越

▽
介
護
保
険
特
別
会
計（
第
２
号
）

　

給
与
改
定
及
び
異
動
等
に
伴
う
人
件
費
の
追
加	

２
３
９
千
円
を
増
額

▼
介
護
保
険
特
別
会
計（
第
３
号
）

　

総
務
費
の
追
加	

	

４
，
９
４
０
千
円
を
増
額

　

介
護
保
険
シ
ス
テ
ム
改
修
事
業
費
の
繰
越

▼
水
道
事
業
会
計（
第
１
号
）

　

企
業
債
償
還
金	

	

２
２
４
，
６
８
９
千
円
を
増
額

【
20
年
度
当
初
予
算
】

▼
一
般
会
計
修
正
案

　
（
否
決
）

▼
一
般
会
計（
原
案
）	

	

１
７
，
９
３
８
，
０
０
０
千
円

▼
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計	

	

４
，
２
６
３
，
０
０
０
千
円

▼
簡
易
水
道
特
別
会
計	

	

５
１
２
，
５
０
０
千
円

▼
老
人
保
健
特
別
会
計	

	

６
２
２
，
０
０
０
千
円

▼
下
水
道
事
業
特
別
会
計	

	

１
，
７
９
５
，
０
０
０
千
円

▼
墓
地
事
業
特
別
会
計	
	

１
，
８
６
０
千
円

▼
介
護
保
険
特
別
会
計	
	

３
，
０
２
３
，
０
０
０
千
円

▼
大
塔
診
療
所
特
別
会
計	

	

５
３
，
２
０
０
千
円

▼
農
業
集
落
排
水
事
業
特
別
会
計	

２
，
１
０
０
千
円

▼
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計		

３
９
６
，
４
０
０
千
円

▼
水
道
事
業
会
計

　

水
道
事
業
費
用	

	

７
３
８
，
５
５
９
千
円

　

資
本
的
支
出	

	

８
７
６
，
４
０
６
千
円

■
人　

事

▼
公
平
委
員
会
委
員
の
選
任

　

下
村
房
夫（
し
も
む
ら
ふ
さ
お
）さ
ん（
原
町
）の
選
任
に
同
意

　
（
任
期
：
24
年
３
月
31
日
ま
で
）

▼
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命（
２
件
）

　
（
否
決
）

■
選　

挙

▼
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
会
の
委
員
等
の
選
挙（
指
名
推
薦
）

　
【
委
員
】

　
　

犬
飼
正
志（
い
ぬ
か
い
ま
さ
し
）さ
ん（
相
谷
町
）

　
　

芳
田
秀
樹（
よ
し
だ
ひ
で
き
）さ
ん（
霊
安
寺
町
）

　
　

宮
下
太
佑（
み
や
し
た
た
い
す
け
）さ
ん（
野
原
西
２
丁
目
）

　
　

熊
代
敬
三（
く
ま
し
ろ
け
い
ぞ
う
）さ
ん（
西
吉
野
町
奥
谷
）

　
　
（
任
期
：
24
年
３
月
31
日
ま
で
）

　
【
補
充
員
】

　
　

古
林
良
平（
こ
ば
や
し
り
ょ
う
へ
い
）さ
ん（
五
條
２
丁
目
）

　
　

瓦
谷
啓
次（
か
わ
ら
た
に
け
い
じ
）さ
ん（
野
原
西
３
丁
目
）

　
　

宮
倉
靖
幸（
み
や
く
ら
や
す
ゆ
き
）さ
ん（
田
園
４
丁
目
）

　
　

和
所
佐
保
子（
わ
し
ょ
さ
ほ
こ
）さ
ん（
中
之
町
）

　
　
（
任
期
：
24
年
３
月
31
日
ま
で
）

■
そ
の
他

▽
訴
え
の
提
起

　

第
三
者
異
議
の
訴
え
及
び
強
制
執
行
停
止
の
申
立
て

▼
市
長
の
答
弁
虚
偽
疑
惑
及
び
公
職
選
挙
法
違
反
疑
惑
に
関
す
る
調
査
経

費
に
つ
い
て

　

所
要
の
経
費
を
90
万
円
以
内
と
す
る
。

■
報　

告

　

・
20
年
度
土
地
開
発
公
社
の
事
業
計
画
、
予
算
及
び
資
金
計
画
の
報
告

　

・
20
年
度
大
塔
ふ
る
里
セ
ン
タ
ー
の
事
業
計
画
及
び
予
算
の
報
告

■
意
見
書
・
決
議

　

意
見
書
２
件
を
可
決
し
、
内
閣
総
理
大
臣
を
は
じ
め
関
係
大
臣
等
に
提

出

　

・
道
路
特
定
財
源
の
確
保
に
関
す
る
意
見
書

　

・
割
賦
販
売
法
の
改
正
を
求
め
る
意
見
書

■
決　

議

　

・
監
査
及
び
結
果
報
告
を
求
め
る
決
議

　
　

岡
中
継
施
設
築
造
工
事
の
計
画
中
止
に
関
す
る
事
項

※
備　

考

　

１　

条
例
等
議
案
の
名
称
は
簡
略
に
し
て
い
ま
す
。

　
　
（
例
）

　
　
　

・
五
條
市
立
児
童
遊
園
地
設
置
条
例
→
児
童
遊
園
地
設
置
条
例

　
　
　

・
平
成
20
年
度
五
條
市
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
５
号
）

	
	

	
⇒

一
般
会
計（
第
５
号
）

　

２　

▽
は
、
専
決
処
分
し
た
議
案
で
す
。

※　

五
條
市
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
定
例
会
会
議
録
を
掲
載
し
て
い
ま

す
。（
本
定
例
会
会
議
録
は
、
６
月
に
掲
載
の
予
定
で
す
。）

�



４月から市役所の組織が変わります！
機構改革により４月１日より課の移動等が行われています。
皆様にはご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。

　少子高齢化の進行や人口減少社会の到来といった社会構造の変化が進む一方、国・地方を取り巻く財政は極め
て厳しい状況にあります。そのため、本市においては、合併によるスケールメリットを十分に生かした簡素で効
率的な行政体へと変革するとともに、集中改革プランに定めた５年間で職員６５人の削減を着実に達成するため
の組織機構改革を行いました。

主な配置図

�くらしのメモ



機構改革の概要

部の再編
▽上下水道部を新設します
　事務事業の効率化および緊急時における対応力アップを図るため、現行の水道局と下水道課を統括する「上下
水道部」を新設しました。

市長公室
▽「人事課」を「秘書課」に統合しました。
▽「監理管財課」を設置します。
　「監理課」と「財政課」の管財係を統合し、「監理管財課」としました。
　入札業務の適正化・一元化および保有する財産等の効率的かつ効果的な監理を充実・強化します。
▽「市民相談室」を「庶務課」に統合しました。

総務部
▽「企画調整課」と「財政課」の財政係を統合し、「企画財政課」としました。
　行財政改革の推進と予算の重点化を図ります。

都市整備部
▽「公園緑地課」を「都市計画課」に編入し、「公園緑地室」を設置しました。
▽「市街地整備室」を新町地区街なみ環境整備事業の完了に伴い廃止しました。
▽「地籍調査課」を新設し、地籍調査の強化・推進を図ります。

生活産業部
▽「農林課」と「商工観光課」を統合し、「農林商工観光課」としました。
▽「農林商工観光課」に「柿振興室」を新設し、日本一の柿の振興を図ります。

西吉野支所
▽「西吉野支所」の３課を２課に再編し、「住民厚生課」と「地域振興課」としました。

大塔支所
▽「大塔支所」の２課を１課に統合し「市民生活課」としました。

消防本部
▽「警防課」と「救急救助課」を統合し、「警防救急課」としました。
▽「大塔分署」を「消防署」が所管することとなりました。

教育委員会
▽「教育総務課」と「学校教育課」を統合し、「教育総務課」としました。
▽「五條文化博物館」を「文化財課」に名称変更し、重要伝統的建造物群保存地区事業を推進します。

■問合先　企画財政課行財政改革推進係　本（内線３０６）

�

五條市役所（本庁）　☎22-4001（代） 西吉野支所　☎33-0301（代） 大塔支所　☎36-0311（代）



発表の部門（群読）

町
内
保
幼
小
中
作
品
の
展
示

模
擬
店

市民に火災予防を呼びかけ

　五條市消防団は春季火災予防運動週間中の３月２日
に市内一周防火パレードを実施しました。
　春は空気が非常に乾燥し、火災が発生しやすい気象
状態であることから消防車両２１台が各方面隊別にパ
レードを実施し、市民に火災予防を呼びかけました。

消防団防火パレード

咲かせよう文化の花をいつまでも

　第３回西吉野ふれあい文化祭が西吉野コミュニティ
センターを主会場に、３月１日・２日の２日間開催さ
れました。
　西吉野地区では文化祭の季節である秋は農繁期のた
め、例年この時期に行われており、舞台発表や西吉野
地区の住民や幼保園児、小中学生制作の作品展示、お
でんやぜんざい、たこ焼きなどの模擬店が出店されま
した。天候にも恵まれたくさんの市民が訪れ、にぎわ
いました。

西吉野ふれあい文化祭

10五條ニュース五條ニュース



お年寄りと交流する会メンバー

熱戦が繰り広げられる

《風のつばさの会会員募集中》
中高校生が主体（大学生まで）でボランティア活動等
に理解のある人
■問合先　青少年センター　☎２４・３００４

花咲寮でお年寄りと交流

　２月２４日に青少年ボランティアグループ「風のつば
さの会」（山本茉綾会長）が市立養護老人ホーム花咲寮を
訪問し、入所しているお年寄りの皆さんと交流しまし
た。この訪問は毎年実施しており、今回も２か月前か
ら準備をし、ゲームやフォークダンスなどをして最後
は全員で「ふるさと」を歌い楽しい時間を過ごしました。

風のつばさの会

白熱した攻防

　上野公園多目的グラウンドで平成１９年度五條市体育指導
委員杯グラウンド・ゴルフ大会が３月２日に開催されました。
　清々しい春の陽気の中、参加選手のレベルも毎年高くなっ
てきており白熱した攻防が繰り広げられました。
　結果は次のとおりです。

▽Ａゾーン　［優　勝］　一の町チーム　　　　　（２３３点）
　　　　　　［準優勝］　本町会Ａチーム　　　　（２３４点）
　　　　　　［３　位］　堺筋町チーム　　　　　（２４７点）
▽Ｂゾーン　［優　勝］　居伝町Ｂチーム　　　　（２４３点）
　　　　　　［準優勝］　和幸会チーム　　　　　（２４４点）
　　　　　　［３　位］　東寄足自治会Ａチーム　（２４５点）
▽Ｃゾーン　［優　勝］　ひまわりクラブＡチーム（２３５点）
　　　　　　［準優勝］　ひまわりクラブＢチーム（２３５点）
　　　　　　［３　位］　丹原さくら会　　　　　（２４１点）

体育指導委員杯グラウンド・ゴルフ大会

五條市代表チーム６位入賞

　河合町馬見丘陵公園において３月８日、第３回市町村対抗子ども駅伝大会が開催されました。吉野川ジュニア駅
伝大会と併せて行われた予選会で選ばれた次のメンバーが五條市の代表として出場し、３５市町村中、第６位に入
賞、３区で森谷公亮君が区間賞を記録しました。（敬称略）

第３回市町村対抗子ども駅伝大会

　梶本　葵　　（五條小学校）
　篠原　知恵子（五條小学校）
　谷口　勇太　（五條小学校）
　津地　ひかり（阪合部小学校）
　櫻井　千紘　（阪合部小学校）
　延原　菜月　（牧野小学校）
　右馬　綾　　（牧野小学校）

　大谷　奎　　（牧野小学校）
　冨本　諒　　（牧野小学校）
　森谷　公亮　（北宇智小学校）《区間賞》
　坂上　泰介　（北宇智小学校）
　赤堀　勝輝　（北宇智小学校）
　竹林　和馬　（野原小学校）
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国民健康保険税
年金から特別徴収（天引き）について
平成２０年１０月から、次の対象となる人の国民健康保険税については、公的年金から特別徴収（天引き）します。

対　象
・世帯内の国民健康保険被保険者全員が６５歳以上の世帯主（擬制世帯主を除く）で、
　年額１８万円以上の年金受給者
　介護保険料と国民健康保険税を合わせた額が、年金額の２分の１を超える場合は、特別徴収を行いません。
　口座振替で今までどおり確実に収納が見込まれる人や７５歳到達まで２年未満で滞納のない人などについて
は、特別徴収を行わない場合もあります。

　公的年金からの天引きの対象となる人には、詳しい内容が決まり次第、郵便でお知らせします。
　上記対象以外の人は、今までどおり変更はありません。

平成20年度の国民健康保険税の納期および特別徴収
月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月

期　別 １期
全期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期

特別徴収
対象者 １期 ２期 ３期 年金

天引き
年金
天引き

年金
天引き

※特別徴収対象者の人は、７月、８月、９月については、今までどおり納付書での納付となり、１０月の年金か
ら特別徴収を行います。

後期高齢者医療制度に伴う激変緩和措置
　後期高齢者医療制度に伴い、平成２０年４月から、７５歳以上の人が後期高齢者医療制度へ移行することによ
り、７５歳未満の国民健康保険の被保険者の税負担を緩和するため、次のような措置がとられます。

○世帯員数が減るに伴い
　低所得で国保税の軽減を受けていた世帯において、国保から後期高齢者医療制度に移って世帯員数が減少して
も、今までと同じ軽減が５年間受けられます。
　※夫婦２人世帯で、国保から１人が後期高齢者医療制度に移ると、国保の世帯員数は減るが、軽減計算上世帯
員数をそのままとする措置。

○国保の単身世帯となるとき
　世帯員のうち、国保から１人が後期高齢者医療制度に移り、残った国保の被保険者が１人となった場合、５年
間平等割が半額となります。
　※夫婦２人世帯で、国保から１人が後期高齢者医療制度に移り、国保の単身世帯となると、国保の平等割を半
額とする措置。

○社会保険などの被扶養者から国保に移った場合
　前期高齢者（６５歳から７４歳まで）で、被用者保険（社会保険など）の被扶養者であった人が、国保に移った場
合、２年間、所得割、資産割は課税せず、軽減（７割・５割軽減）該当者を除き、均等割を半額、旧被扶養者のみ
の世帯は、平等割も半額となります。
　※被用者保険（社会保険など）に加入されていた人が後期高齢者医療制度に移り、その被扶養者であった人が、
扶養をはずれ、国保に加入された場合、２年間は所得割、資産割は課税されず、軽減該当者を除き、均等割
を半額、旧被扶養者のみの世帯は、平等割も半額とする措置。

■問合先　保険課保険税係　本（内線２６６、３６８）
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住民票・戸籍謄抄本などの交付請求時に
本人確認書類の提示が必要です
　戸籍法・住民基本台帳法の一部改正に伴い、虚偽の交付請求を防止し、市民の個人情報を保護するため、住民
票の写し・戸籍謄抄本などの交付請求時に、窓口に来られた人の本人確認を実施します。
交付請求の際は、本人であることが確認できる次の書類の提示が必要となりますので持参してください。
　なお、同一世帯外・同一戸籍外（第三者）の方が交付申請する場合には交付対象者からの委任状が必要になりま
す。また申請者（第三者）の本人確認も行いますので下記の書類を併せて持参してください。また、提示の際は必
要とする明確な理由を求めます。（場合によっては資料の提示を求めます。）
ご理解とご協力をお願いします。

■実施開始日　５月１日（木）
■本人確認のための書類一覧

本人確認証の種類

ア

■運転免許証　■旅券（パスポート）　■船員手帳　■海技免状　■小型船舶操縦
免許証　■猟銃・空気銃所持許可証　■戦傷病者手帳　■宅地建物取引主任者証
　■電気工事士免状　■無線従事者免許証　■住民基本台帳カード（顔写真付）　
■官公庁が発行する証明書および各種免許証等（顔写真付）　■療育手帳　■身体
障害者手帳　■外国人登録証明書

１種類を
持参してください

イ

■国民健康保険証　■健康保険被保険証　■船員保険証　■共済組合員証　■介
護保険被保険証　■国民年金手帳（または証書）■厚生年金手帳（または証書）■共
済年金証書　■恩給証書　■印鑑登録証明書　■クレジットカード　■キャッ
シュカード　■預金通帳

２種類を
持参してください

ウ
■学生証　■社員証（法人が発行した身分証明書）■公の機関が発行した資格証明
書（顔写真付き）

（イ）＋（ウ）の２種類を
持参してください

■問合先　市民課　本（内線２６２）

４月から
証明書発行等の手数料を改定しました
　これまで五條市では、行政全般の経費節減を行うなか、財政健全に向け、安定した自主財源の確保に鋭意努力
を重ねてきました。
　今回の手数料改定については、受益者負担の原則にのっとり行政サービスのあり方について検討した結果、行
財政改革の一環として４月１日より、次のとおり手数料を改定しました。
　市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。

証明書の種類 旧手数料（円） 新手数料（円） 担当課
住民票の写しの交付（広域交付含む） ２００ ３００ 市民課
住民票記載事項証明書 ２００ ３００ 市民課
戸籍の附票の交付 ２００ ３００ 市民課
住民基本台帳の閲覧 ２００ ３００ 市民課
外国人記載事項証明書 ２００ ３００ 市民課
外国人登録原票の写し ２００ ３００ 市民課
印鑑登録証明書 ２００ ３００ 市民課
印鑑登録証の再交付 − ３００ 市民課
認可地縁団体印鑑登録証明 ２００ ３００ 庶務課
認可地縁団体に関する証明 ２００ ３００ 庶務課
固定資産課税台帳登録事項証明 ２００ ３００ 税務課
固定資産課税台帳閲覧 ２００ ３００ 税務課
課税証明 ２００ ３００ 税務課
納税証明 ２００ ３００ 税務課・保険課
公文書および公簿の閲覧等 ２００ ３００ 税務課
図面の閲覧・照会 ２００ ３００ 税務課
その他手数料 ２００ ３００ 各課
■各支所（西吉野・大塔支所）でも引き続き証明書等の発行を行っています。
■詳細については、各担当課へ問い合わせてください。
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福祉タクシー利用券を交付します
　心身に障害のある人が、タクシーを利用した場合に基本料金を助成する福祉タクシー利用券を発行しています。

（１年度につき１回。２４枚つづり）

　タクシーは五條市が契約しているタクシーに限ります。利用できるタクシーについては問い合わせてください。

■対象者　身体障害者手帳（１級または２級）

　　　　　療育手帳（Ａ判定）　　　　　　　のいずれかを有している場合

■手続に必要なもの　印鑑、身体障害者手帳　または　療育手帳

■手続方法　市役所社会福祉課福祉係、西吉野支所住民厚生課、大塔支所市民生活課の窓口で手続きを行います。

　　　　　　（代理の方でも結構です）

■問合先　社会福祉課福祉係　本（内線２０９、２９９）

　　　　　西吉野支所住民厚生課　西（内線１７）

　　　　　大塔支所市民生活課　大（内線２０）

４月は

軽自動車税（全期）

の納期です。

　市役所本・支所担当窓口、取扱金融機関および郵便
局で納付してください。
　納税は便利で確実な口座振替（自動払込）をご利用く
ださい。
　納期限は４月３０日（水）です。

■問合先
　税務課徴収係　本（内線２５９、２６０）

写真付きの精神保健福祉手帳で
バス運賃が半額になります
■開始日　４月１日（火）から

■割引になる人　①写真のついた精神障害者保健福祉手帳を持つ人（本人のみ）

　　　　　　　　②手帳１級の人は、介護者（１人）も対象になります。

■割引の運賃　割引の計算は、普通片道運賃の２分の１で、１０円単位に四捨五入します。

■実施するバス事業所　奈良交通、エヌシーバス

　　　　　　　　　　　※その他のバスについては、乗車時に確認してください。

■その他　写真のない手帳を写真のある手帳に変更を希望する場合は、有している手帳に本人の写真（脱帽正面、

縦４ｃｍ×横３ｃｍ）を添え再交付申請してください。

■申請・問合先　社会福祉課福祉係　本（内線２０９、２９９）

　　　　　　　　西吉野支所住民厚生課　西（内線１７）

　　　　　　　　大塔支所市民生活課　大（内線２０）
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老人憩の家
カラオケ送迎バスを運行します
■カラオケ送迎バス運行表

４月 ５月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

１ ２
休

３ ４ ５ １ ２
○

３

６ ７ ８ ９
休

１０ １１ １２ ４ ５
○

６ ７
休

８ ９ １０

１３ １４ １５
○

１６
休

１７ １８ １９
○

１１ １２
○

１３ １４
休

１５ １６ １７
○

２０ ２１
○

２２ ２３
休

２４ ２５
○

２６ １８ １９ ２０ ２１
休

２２ ２３
○

２４

２７ ２８ ２９
○

３０
休

２５ ２６ ２７ ２８
休

２９ ３０ ３１

※○印のある日が運行日
■利用方法
　▽送迎バスを利用する際は２日前（休館日の場合はその前日）までに予約を行ってください。
　▽予約は氏名、電話番号、乗車場所を申し出てください。
　▽乗車時間は予約状況により調整し、後日連絡します。なお帰りの便は午後３時に出発します。
　▽予約のない場合は運休します。
■その他
　▽開館は午前９時から午後５時まで（毎週水曜日は休館）
　▽対象は６０歳以上の人
　▽貸館等利用のない場合のカラオケは、開放しています。（送迎バスなし・午前10時から午後３時まで）
　▽マッサージ機等は、自由に利用できます。
■申込・問合先　老人憩の家　五條市霊安寺町２２０５　☎２３・０４３１

　うつは、心身両面に影響を与える病気で、早期に適切な治療的介入があれば、意欲低下等の影響が身体機能
に及ばないよう防止することができます。

　認知症は、単なる「ものわすれ」ではなく、脳の変化により記憶等の知的機能が低下し、日常生活に支障をき
たす病気です。早期に発見することで病気の進行を遅らせることができると言われています。

高齢期だから・・・　一時的なものだろう・・・　と判断せず
あなたのこころの健康について気軽に相談してください。

■精神保健福祉相談員、精神科医が相談（訪問）に応じます。

　▽原則毎月第２・第４水曜日に実施します。精神科医は不定期です。

　▽相談は予約制ですので、事前に次まで電話をお願いします。

■問合先　五條市地域包括支援センター（カルム五條内）　☎２５・２６４０

　４月より、ものわすれ、認知症、うつ、ス
トレス等で特に高齢期にあらわれるこころの
病について、毎月相談事業を行います。
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国民年金保険料の
「学生納付特例制度」について
　日本国内に住むすべての人は、２０歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけら
れていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられ
ています。（本人の所得および在学する学校に一定の要件があります。なお、家族の所得の多寡は問いません。）

　事故や病気等で障害が残った場合で、「障害基礎年金」を受けるためには、一定の保険料納付要件が必要ですが、
学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に当該要件の対象期間になりますので、
万が一の時にも安心です。

申請手続　《毎年度、申請が必要です》

　お住まいの市役所、町村役場の国民年金担当窓口で申請手続
を行ってください。
▽お持ちいただくもの
年金手帳、在学証明書または学生証の写し、所得証明書（課
税所得がある方で１月１日時点の住所と申請時点の住所が
異なる場合）、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保
険者離職票等の写し（課税所得がある方で退職（失業）を理
由に申請する場合）

　※社会保険庁から学生納付特例申請書（はがき）を送付された
方は、申請書（はがき）に必要事項をご記入のうえ、ご返送
ください。（お住まいの市役所、町村役場での申請手続は不
要となります。）

保険料の追納

　老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料納付済期間等が２５年以上必要です。学生納付特例制度
の承認を受けた期間は、この２５年以上という老齢基礎年金の受給資格期間には含まれることとなりますが、年
金額の計算の対象となる期間には含まれません。
　このため、将来、より多くの年金を受け取るために１０年間のうちに保険料を納付（追納）することができます。
（承認を受けた翌年度から起算して３年度目以降に追納する場合は猶予されていたときの保険料に一定の加算額
が加わります。
　保険料を追納する場合は、納付書が必要となりますので社会保険事務所にお申し込みください。

※経済的に余裕がある場合は、保険料を納付するほうがお得です。
　保険料の後払い（追納）は、保険料が高くなることはあっても、安くなることはありません。
　経済的に余裕がある場合には、口座振替の早割制度、保険料の前納制度をご利用されることをおすすめします。

■問合先　大和高田社会保険事務所　☎０７４５・２２・３５３１
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国民年金保険料を
『クレジットカード』でお支払いいただけます

国民年金保険料のクレジットカード支払いについて

　クレジットカード支払いは、事前に申込用紙をご提出いただき、以後、将来の保険料を定期的にクレジットカー
ド会社が立替払いし、クレジットカード会社からカード会員に請求する方法です。
▽金融機関等の窓口でクレジットカードを直接ご提示、お支払いいただく方法ではありません。
▽過去の未払い分についてはご利用いただけませんのでご了承ください。

お支払い方法

　毎月支払い、１年分支払い（前納）、半年分支払い（前納）の３とおりのお支払い方法があります。

対象となる保険料等

▽お支払いいただける保険料は、「定額保険料」および「付加保険料込みの定額保険料」となります。（保険料の一部
を免除されている場合はご利用いただけません。）
▽クレジットカード支払いは、口座振替割引が適用されません。
▽カード会社へのお支払回数は、１回払いのみとなります。（分割払いやリボ払い等はご利用いただけません。）

お申し込み方法

▽クレジットカード支払いをご希望の場合は、「国民年金保険料クレジットカード納付（変更）申出書」に必要事項
を記入のうえ、お近くの社会保険事務所へご提出ください。
▽「国民年金保険料クレジットカード納付（変更）申出書」は、社会保険事務所、市役所、町村役場の国民年金担当
窓口に備え付けてあります。郵送もいたしますので、お近くの社会保険事務所へご連絡ください。
　また、社会保険庁ホームページ（http://www.sia.go.jp/）からもダウンロードできます。

ご利用いただけるクレジットカード

　次のクレジットカードをご利用いただけます。
▽イオンクレジット　▽NC日商連　▽OMC　▽OC　▽Orico　▽セゾン　▽JCB　▽ダイナースクラブ
▽ジャックス　▽セントラルファイナンス　▽東急　▽トヨタファイナンス　▽日専連　▽三井住友
▽三菱UFJニコス　▽モデルクレジット　▽ヤフー　▽ライフ　▽UC　▽VISA　▽Master
※一部対象とならないカードもございます。詳しくはカード発行会社までお問い合わせください。

その他

▽３月１日以降に前納をお申し込みいただいた場合は、次の前納期（４月または１０月）までは、毎月支払いとな
る場合があります。
○お申し込み後、カード会社に確認を行い、ご利用いただけることが確認でき次第、お客様にカード支払い開始
の通知をお送りします。
○カード会社への確認の結果、ご利用いただけない場合があります。なお、その際はご利用いただけない旨をご
連絡するとともに、お申込前の支払い方法を継続させていただきます。
○カード名義人の続柄が本人・配偶者以外の場合、電話または文書で同意確認をさせていただく場合があります。

■問合先　大和高田社会保険事務所　☎０７４５・２２・３５３１
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市街地一斉泥上げを実施します
　快適な生活環境づくりのため、恒例の市街地下水路泥上げを次のとおり行いますので、ご協力をお願いします。

■実施日　５月１８日（日）　小雨決行（予備日なし）
※　泥上げの地区と運搬車両の配車については、別表のとおり予定しています。午前８時より配車しますが、泥
上げ積み込み作業については、各自治会の皆さんで行ってください。
　なお、当日、家庭内ゴミ等は出さないよう特にお願いします。
■問合先　下水道課計画係　本（内線３３７）

■別表
場所 事業者 電話番号

本町1･2丁目 ㈱南城工務店 ☎22･4425
本町3丁目･有家住宅 窪建設 ☎23･0194
五條1･2丁目 ㈱松原建設 ☎22･3441
新町1･2丁目 ㈱神田建設 ☎22･2057
新町3丁目･下之町 ㈱髙利建設 ☎22･5151
二見JR線より北側 逢坂建設

誠陽建設㈱
☎24･2328
☎22･2328

二見2･3･5丁目 ㈱竹本工務店
高代建設

☎23･0460
☎23･2504

二見1･4丁目 内原工務店
㈱田原建設

☎22･3533
☎22･3591

須恵1･2･3丁目 ㈱中多組
㈱寺本興産

☎22･0348
☎22･3015

岡口1･2丁目 ㈱福嶋工務店
竹本建設

☎22･3238
☎22･3872

場所 事業者 電話番号
南岡 向陽建設 ☎23･1443
今井1･2丁目 ㈱松竹組 ☎25･0782
今井3･4･5丁目 ㈱高崎組

新城組
☎25･3566
☎22･2561

野原西･野原中3丁目 山口工務店
堀口組

☎22･5753
☎22･4388

野原中 松本組 ☎22･0178
本部 大池建設

秋本建設㈱
喜多建設㈱
㈱湊本工務店
向井建設

☎23･2781
☎24･3333
☎22･3614
☎22･4754
☎22･3587

五條市立図書館
祝日に一部開館します
　五條市立図書館では祝日は閉館日としていましたが、開館要望がありましたので４月より図書館行事等に差し
支えのない月の祝日は一部開館します。
　祝日の開館日および振替休館日は次のとおりです。

■祝日の開館日および振替休館日
祝日 振替休館日

　４月２９日（火）　（昭和の日） 　５月　１日（木）
　７月２１日（月）　（海の日） 　７月１８日（金）
１１月　３日（月）　（文化の日） １１月　４日（火）
１１月２３日（日）　（勤労感謝の日）１１月２５日（火）
１２月２３日（火）　（天皇誕生日） １２月２５日（木）
　１月１２日（月）　（成人の日） 　１月１３日（火）
　３月２０日（金）　（春分の日） 　３月２３日（月）

■問合先　市立図書館　☎２２・４１３３
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平成２０年春の交通安全県民運動
ただいま実施中
　平成１９年中の奈良県内交通事故状況は、人身事故が７，５２２件、負傷者は９，６８０人、交通事故による死
者数は６０人で、前年に比べ減少傾向ではあるもののいまだ悲惨な事故が後を絶ちません。
　このような事故を未然に防ぐため、４月６日（日）から４月１５日（火）までの１０日間、平成２０年春の交通安
全県民運動が実施されています。

【運動の基本】
　　　子どもと高齢者の交通事故防止
【運動の事項】
　①　全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
　②　自転車の安全利用の推進
　③　飲酒運転の根絶
　④　夕暮れ時と夜間の交通事故防止

　悲惨な事故を起こさないためにも、交通ルール・マナーを守るようにご家族、職場で呼びかけてください。

■実施主体　五條市役所・五條警察署

■問合先　庶務課生活安全係　本（内線３６２）

４月１日から五條警察署での
運転免許証の更新時講習日が変更になりました
■講習日　毎週月曜日（ただし休日を除く）

■講習時間
▽優良運転者
　【午前の部】午前１０時～１０時３０分
　【午後の部】午後１時３０分～２時
　【午後の部】午後４時～４時３０分
▽一般運転者
　【午前の部】午前１１時～正午
　【午後の部】午後２時３０分～３時３０分

■受講方法　講習受講日は予約となります。毎週月曜日から金曜日（休日除く）の更新申請時に予約を受け付けま
す。講習日は、申請日からおおむね３回目の月曜日（休日除く）となります。

■問合先　五條警察署　☎２３・０１１０
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五條市役所（本庁）　☎22-4001（代） 西吉野支所　☎33-0301（代） 大塔支所　☎36-0311（代）



(Ａ) 取引量 取引先
五條 ５８２石 紀州の九度山、

清水村、馬場
村など

相谷村 １３
野原村 １０
火打ノ村 ８
表野村 ４．８
大津村 ３．４
黒駒村 ０．８
その他 ２２３．３
計 ８３２．３
備考 野原村以下黒駒村の5か村

だけでは27石である。

五條商人名(B) 取引量
犬飼屋儀右衛門 １９３石
岡屋安兵衛 １４０石
二見屋次兵衛 １００石
槙野屋仁兵衛 　６０石
小倉屋権右衛門 　４９石
住河屋万七 　３０石
河内屋儀兵衛 　１０石
計 ５８２石

の動きは、物の動きを反
映します。今回は物の動きを
辿
たど

ってみましょう。次の（Ａ）表
は、寛政８（１７９６）年１０
月４日～１２月２７日の期間に
五條地域から紀州高野山寺領の
村々へ売却された米の取引量を
示しています（『橋本市史；近世
史料Ⅰ』）。全体の取引量が約
８３２石余りと相当な量です。
（Ａ）表の中の＜その他＞の項
は、史料には和州とのみあって、寺領の村々が何

ど

処
こ

から購入したの
か不明なのですが、大半は＜五條＞からだと推定されます。野原村
～黒駒村の吉野川南村々の取引量が２７石で少ないのですが、五條
村に伝馬所が設置されていた関係上、川南村々の一部は、＜五條＞商
人を介しての取引量５８２石の中に含まれていると想定されます。
　次に、米商人についてです。史料には＜五條商人＞とのみあるの
ですが、五條村・二見村・須恵村・新町村などの商人を指している
可能性が大です。（Ｂ）表の槙

まき

野
の

屋
や

仁
に

兵
へ

衛
え

は、五條村商人です。文政
１３（１８３０）年の五條を通過する伊勢参りの群集への施行者の
一人として史上に姿を見せています（『五條市史；史料』「西口町月
行司」）。最大の取引量の犬飼屋儀

ぎ

右
え

衛
も

門
ん

も五條村商人と推測されま
す。河内屋儀

ぎ

兵
へ

衛
え

については新町村の商人だと思われます。明和３
（１７６６）年の柏田家文書の『絞

こう

油
ゆ

御
お

請
うけ

書
しよ

』以降、明治４（１８７１）
年の史料にまで何度も新町村の住民として史上に現れます。一方、

川南村々の商い人として「火打ノ村中西
勝
し よ う え も ん

右衛門」「表野村新蔵」「黒駒村要助」な
どが居るのですが、その取扱量は＜五條
＞の商人に比べると０．８石、１．６石な
どで多くはありません。
　これから判断すると、五條地域の商品
ルート上において、村レベルの範囲で小
商い人が存在する一方、町場の＜五條商
人＞のように地域全体の物資を集荷する商人も活動していたことが
判明します。ところで、五條村には伝馬所が設けられていましたが、
この伝馬所とそのテリトリーをめぐって、紀州橋本町や野原村など
川南村々などと訴訟がしばしば発生しました。天明７（１７８７）年
の全国を席

せつ

巻
けん

した有名な天明の打ちこわしが五條村・新町村・野原
村にも発生しましたが、その時野原村では米屋善蔵が打ちこわしの
被害に遭

あ

っています。野原村にも相当な取引をする米商人が居たの
です。（Ａ）表の野原村１０石は野原村茂

も

平
へい

次
じ

が取引をしていますが、
野原村の米商人は、＜五條＞の米商人に拮

きっ

抗
こう

するような手広な商い
をしていたと考えられます。詰まるところ、＜村レベルを範囲とす
る＞＜周辺の何か村かの村々を範囲とする＞＜同業者が何軒も競合
しつつ宇智郡全体や奥地までを範囲とする＞、この３者の米商人の
存在と活動を想定することができると思います。こうした存在を背
景として、五條村・須恵村・新町村の３村の共同経営の特権的な伝
馬所が存在したこととあいまって、諸荷物輸送の有利な活動を展開
し、下市・上市を始めとした吉野郡や御所～国

くん

中
なか

方面との取引や、
紀州橋本町を媒介とした河内国・大坂、城下町和歌山方面との商い
の結節点の役割を果たしていたのが五條地域だったのでしょう。

「近世の新町」③　−歴史的雄都の五條−

（新町と松倉豊後守重政４００年記念事業実行委員会委員　藤井正英）

五條地区第３１回公民館祭
４月１９日・２０日に開催

人

　中央公民館をはじめとする市内の各公民館に学ぶ人々が、この1年間の学習成果を発表・展示する「第３1回公
民館祭」を、中央公民館と市民会館で開催します。

■オープニングショー
　▽日時　４月19日（土）　午前10時～10時20分
　▽場所　市民会館
　▽内容　ぼちぼち体操・ぼちぼちエアロ（中央公民館）
■公民館の集い
　▽日時　４月19日（土）　午前10時３0分～10時50分
　▽場所　市民会館
■発表部門
　▽日時　４月19日（土）　午前11時～午後３時
　　　　　４月20日（日）　午前10時～午後３時20分
　▽場所　市民会館
　▽内容　
19日《第一部》子供朗読・民謡・三味線・大正琴・詩吟

《第二部》新舞踊・民踊・日本舞踊・クラシック協会・
児童合唱

20日《第一部》大正琴・銭太鼓・尺八・筝・女声合唱・
混声合唱

《第二部》新舞踊・日本舞踊・朗読・詩吟・着付・
吹奏楽

■展示部門
　▽日時　４月19日（土）、20日（日）午前9時～午後４時
　▽場所　中央公民館、市民会館
　▽内容　中央公民館および地区公民館で活動する45ク

ラブ・サークルの作品
■企画部門
　▽日時　４月19日（土）、20日（日）午前9時～午後４時
　▽場所　中央公民館、市民会館
　▽内容　盆栽即売、中華料理、お茶席、サンドイッチ、コー

ヒー、たこ焼き、手作り雑貨一品持ち寄りバザー
即売（都合により1日のみ）

■問合先　中央公民館　☎２４・２００１

�0くらしのメモ



寒さを恐れず
　日本に来ておよそ７か月たってから、この記事を書いています。この７

か月で僕を取り巻く環境は、何と大きく変わったことでしょう。気候は

うだるような暑さから凍りつくような寒さに変わり、僕のアパートの温

度も同じように変化しました。家の中での寒さが気にならなくなったら、

それは日本の生活に適応したということになるのでしょうね。私はうれ

しいことに、ようやくその境地に達しました。

		最近私は一大決心をして、岡山県西大寺の裸祭りに参加しました。これ

はただ、自分自身がどれだけ寒さに耐えられるかを知りたかったからで

す。言うまでもないことですが、フンドシとタビを身につけるだけのかっ

こうは寒い経験でしたが、私もいっしょに参加したほかのＡＬＴの仲間た

ちも全く平気でした。しかしそれも、宝木（しんぎ）が投げられるまで

のことでした。気がついたときには真夜中、私たちは九千人もの裸の荒々

しい湯気を立てている男たちのまっただ中にいました。正直に言えば、体

がバラバラにならないで、生きて群衆の中から出られただけでもうれし

かったです。確かにすごい経験でした。これも日本でしか味わえない多

くの経験のうちの一つなんでしょうね。今、ひとつ経験したので、さら

に多くのすばらしい経験を探し求めたいとワクワクしています。

＊この記事は、ＡＬＴの書いた英文を訳したものです。
　英語版は中央公民館にあります。

　子どもたちは、夢と希望を胸に入学・進級を迎えます。
この時期は、教科書や友達・先生が新しくなり、不安
や緊張に包まれていることでしょう。
　こんなときこそ、家族の理解、家族の愛情が欲しい
ものです。ぜひ、家族で暖かく支えてあげてください。

青少年センター　☎２４・３００４

こんにちは
クリストファー・カリーク
外国語指導助手（ALT）

です

つないでいますか？　親子のきずな
「新学期」がスタート

�1



乳幼児対象

麻しんおよび風し
ん（ＭＲ）の予防接
種

　最近の麻しんの全国的な流行を受け、厚生労働省および地方自治体では、平成２４年までに
麻しんの排除を達成するという目標に向け、“麻しん排除への地域運動”を進めています。そのた
めには、ワクチンの接種率を上げることが重要とされ、接種対象者を中学１年生および高校３
年生とし、５年間の限定で拡大することになりました。接種日近くになりましたら対象者に通
知しますので、注意書きを熟読し接種してください。
■予防接種の対象
　【１期】生後１２か月～２４か月未満
　【２期】小学校就学前
　【３期】中学１年生相当年齢
　【４期】高校３年生相当年齢　　
※なお、２～４期の対象は今回限定ですので注意してください。（例えば２期の対象で今回接種
しない児が中学１年生になった時には接種できません）
■実施日程
実施予定日 平成20年度対象者

4月14日（月）～
4月26日（土）

1

期

平成19年
3月生

2

期

平成14年
4・5月生

3

期

平成7年
4・5月生

4

期

平成2年
4・5月生

5月19日（月）～
5月31日（土）

平成19年
4月生

平成14年
6・7月生

平成7年
6・7月生

平成2年
6・7月生

6月16日（月）～
6月28日（土）

平成19年
5月生

平成14年
8・9月生

平成7年
8・9月生

平成2年
8・9月生

7月14日（月）～
7月26日（土）

平成19年
6月生

平成14年
10・11月生

平成7年
10・11月生

平成2年
10・11月生

8月18日（月）～
8月30日（土）

平成19年
7月生

平成14年12・
15年1月生

平成7年12・
8年1月生

平成2年12・
3年1月生

9月16日（火）～
9月27日（土）

平成19年
8月生

平成15年
2・3月生

平成8年
2・3月生

平成3年
2・3月生

■麻しん・風しんの症状について
▽麻しん
　麻しん（はしか）は、麻しんウイルスの空気感染・飛

ひ
沫
まつ
感染・接触感染によって発症します。

ウイルスに感染後、無症状の時期（潜伏期間）が約１０～１２日続きます。その後症状が出始め
ますが、主な症状は、発熱、せき、鼻汁、めやに、赤い発しんです。症状が出始めてから３～
４日は３８℃前後の熱とせきと鼻汁、めやにが続き、一時熱が下がりかけたかと思うと、また
３９～４０℃の高熱となり、首すじや顔などから赤い発しんが出はじめ、その後発しんは全身
に広がります。高熱は３～４日で解熱し、次第に発しんも消失しますが、しばらく色素沈着が
残ります。
　合併症を引き起こすことが３０％程度あり、主な合併症には、気管支炎、肺炎、中耳炎、脳
炎などがあります。発生する割合は麻しん患者１００人中、中耳炎は約７～９人、肺炎は約６
人です。脳炎は約１，０００人に１人の割合で発生がみられます。
　また、麻しんにかかると数年から１０数年経過した後に亜急性硬化性全脳炎（ＳＳＰＥ）とい
う重い脳炎を」発症することがあります。これは、麻しんにかかった者のうち役１０万人に１
人の割合で見られます。
　麻しん（はしか）にかかった人のうち、１，０００人に１人程度の割合で死亡することがあり
ます。

▽風しん
　風しんは、風しんウイルスの飛沫感染のよって発症します。ウイルスに感染してもすぐには
症状が出ず、約１４日～２１日の潜伏期間がみられます。その後、麻しんより淡い色の赤い発
しん、発熱、首のうしろのリンパ節が腫

は
れるなどが主な症状として現れます。また、そのほか

に、せき、鼻汁、目が赤くなる（眼球結膜の充血）などの症状がみられることもあります。子供
の場合、発しんも熱も３日程度で治ることが多いので「三日ばしか」と呼ばれることがあります。
合併症として関節痛、血小板減少性紫

し
斑
はん
病、脳炎などが報告されています。血小板減少性紫斑

病は風しん患者約３，０００人に１人、脳炎は風しん患者約６，０００人に１人ほどの割合で合
併します。大人になってからかかると子供の時より重症化する傾向が見られます。
　妊婦が妊娠早期に風しんにかかると、先天性風しん症候群と呼ばれる病気になり、心臓病、
白内障、聴力障害などの障害を持った赤ちゃんが生まれる可能性があります。

��カルムのひろば



■予防接種の効果と副反応について
　予防接種を受けた子供のうち、９５％以上が免疫を獲得することができます。体内に免疫が
できると、麻しんや風しんにかかることを防ぐことができます。
　ただし、予防接種により、軽い副反応がみられることがあります。また、極めてまれですが、
重い副反応がおこることがあります。予防接種後にみられる反応としては，次のとおりです。

麻しん風しん混合ワクチンの主な副反応
（麻しんと風しんの予防接種を同時に実施するときに使用、通常このワクチンを接種します。）
　主な副反応は、発熱（接種した者のうち２０％程度）や、発しん（接種した者のうち１０％程度）
です。これらの症状は、接種後５～１４日の間に多くみられます。接種直後から翌日に過敏症
状と考えられる発熱、発しん、掻

そう
痒
よう
（かゆみ）などがみられることがありますが、これらの症状

は通常１～３日でおさまります。ときに、接種部位の発赤、腫れ、硬結（しこり）、リンパ節の
腫れ等がみられることがありますが、いずれも一過性で通常数日中に消失します。
　稀に生じる重い副反応としては、アナフィラキシー様症状（ショック症状、じんましん、呼
吸困難など）、急性血小板減少性紫斑病（紫斑、鼻出血、こうくう口腔粘膜の出血等）、脳炎お
よびけいれん等が報告されています。

■問合先　保険福祉センター母子保健係（内線２８９）　

おしらせ

４月から、
健康診査の制度が
変わります

　従来実施していた「基本健康診査」が平成１９年度で廃止となりました。
　平成２０年４月からは「特定健診および特定保健指導」という健診制度が新たに始まります。
特定健診は、年齢や加入している健康（医療）保険により健診の受診方法が異なりますので、確
認のうえ受診してください。
■特定健診の受診対象者は次の表のとおりです　
対象年齢 加入の健康保険の種類 健診の受け方
４０歳以上
７４歳まで

国民健康保険 五條市が行う健診を受けてください
被用者保険の本人 会社等が行う健診を受けてください
被用者保険の被扶養者 健診方法は、会社等に問い合わせてください

７５歳以上 後期高齢者医療保険 五條市が行う健診を受けてください
※五條市の受診対象者（４０歳以上７４歳までの国民健康保険に加入している人、および７５
歳以上の後期高齢者医療保険に加入している人）には、市役所保険課より受診券が送付され
ます
■五條市が行う健診の方法は２通りあります。次のいずれかの方法で受診してください。
　①健診日時および場所を決めて行う集団健診（大塔町と西吉野町で実施）
　②医療機関で行う個別健診（実施医療機関で受診できます）
■健診の内容が変わります。
　検査の内容が、メタボリックシンドローム予防のための健診となります。
　（同時に行っていた大腸がんの検診は行いません。）
■健診の開始時期　６月ごろより開始予定（広報および保険課からの案内を参照してください）
■がん検診等の検診について
　がん検診（胃・肺・大腸・子宮・乳がん検診）・結核検診等については、加入している健康保
険に関係なく受診できます。
　各検診の詳細については、健康づくりカレンダーおよび広報等を参照してください。

■問合先　保険課給付係　 （内線２６７、３６７）
　　　　　保健福祉センター成人保健係　 （内線２９０）

カルム五條では、赤ちゃんからお年寄りまで
すべての市民の皆さんの健康相談を受けつけ
ています。
お気軽にご利用ください。

カルム五條（保健福祉センタ−）
☎２２・４００１　内線２８９，２９０
FAX２２・６５８５　　　　　　　

��



県立五條病院からのお知らせ

物忘れ外来・骨粗しょう症外来のご紹介
○もの忘れが気になりませんか?
　もの忘れにはさまざまな症状がありますが、一般に認知症の初期症状と思われています。しかし、実際にはその
原因として多くの疾患があります。たとえば、アルツハイマー病・脳血管障害・うつ病・甲状腺

せん

の病気・特殊な肺
がん・ビタミン欠乏症・慢性硬膜下血腫

しゅ

・水頭症などがあります。これらの病気の中で、物忘れ症状を改善したり、
進行を遅らせたりすることのできる疾患があります。しかし、それがどのタイプのもの忘れなのかを判定するため
には検査が必要です。当院では、その検査および治療を一緒に行います。
　次の自己診断テェック項目で、気になる場合は気軽にご相談ください。

■物忘れ外来
　▽診察日　毎週木曜日　午後２時から<ご予約ください>
　▽担　当　脳神経外科部長　田中　祥弘

　□①もの忘れを周りの人から言われる
　□②簡単な計算の間違いが多くなった
　□③大きなお金（１万円札）で支払いをする
　□④時間や場所の感覚が不確かになった
　□⑤慣れているところで道に迷った
　□⑥必要な物や事を忘れてしまう
　□⑦同じ物を買ってしまう
　□⑧ものの名前が出てこなくなった
　□⑨食べたことや食べたものを忘れる
　□⑩最近の出来事が思い出せない
　□⑪人と会う約束や日時を忘れる
　□⑫鍋をこがした、ガスの火を消し忘れた
　□⑬アンケートや質問用紙の記入にとまどうことがある
　□⑭医者からもらった薬が余る
　□⑮テレビドラマの内容が理解できない、説明できない
　□⑯身だしなみ・服装が気にならなくなった
　□⑰家事・日課・趣味をあまりしなくなった、興味・関心がなくなった
　□⑱ささいなことで怒りっぽくなった
　□⑲以前より疑い深くなった
※チェックリストは「認知症を知るホームページ（http://www.e-65.net/index.html）認知症の危険信号」を奈
良県立医科大学精神科森川将行先生が改変したものです。

○骨粗しょう症ってご存知ですか?
　日本での骨粗しょう症の人は１１００万人いると言われています。しかし、そのうち約２０％の人しか治療を受
けていないことが大きな問題と言われています。平成１６年の統計では、骨粗しょう症による大腿骨頚

けい

部
ぶ

骨折が寝
たきりとなる原因の第３位にあげられており、生命予後も大きく悪化させると報告されています。骨粗しょう症の
症状は身長が縮む、背中、腰が曲がる、痛むなどがありますが、これらは骨強度が低下したために背骨が脆

ぜい

弱
じゃく

性骨
折を起こしているのが原因です。当院には骨粗しょう症による骨折で手術などの入院治療を受けている方が大勢お
られます。未然に骨折や寝たきりを防ぐ予防医学の見地からも、皆様に貢献できれば幸いと考えています。骨粗しょ
う症の検査はレントゲン検査、骨塩定量などがありますが、いずれも簡単な検査です。お気軽にご相談ください。

■骨粗しょう症外来
　▽診察日　毎週月曜日　午後１時から<ご予約ください>
　▽担　当　整形外科部長　秋山　晃一

▶五條病院では、脳卒中・てんかん外来（脳神経外科）、肛門疾患外来・禁煙外来（外科）、肝臓病外来・循環器外来・
胃腸外来・内分泌糖尿病外来・栄養外来（内科）、発達予防接種外来・慢性疾患外来（小児科）、股肘足関節外来（整
形外科）、形成外科・学童外来（皮膚科）、尿路結石腎不全外来・尿失禁外来（泌尿器科）など１５の専門外来も開設
しています。詳しくは当院にお尋ねいただくか、または、当院ホームページ（http://www.gojo-h.jp/）をご覧くだ
さい。

■問合先　奈良県立五條病院　☎２２・１１１２
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第
26
回
五
條
市
民
球
技
大
会

参
加
者
募
集

■
総
合
開
会
式

▽
日
時　

５
月
11
日（
日
）

　
　
　
　

午
前
８
時
30
分
か
ら

▽
場
所　

上
野
公
園
多
目
的
グ
ラ
ウ

ン
ド

■
実
施
種
目

《
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
》

▽
種
別　

①
ジ
ュ
ニ
ア
の
部（
市
内

の
小
学
校
に
在
籍
す
る
人
）、
②

中
学
生
の
部（
市
内
の
中
学
校
に

在
籍
す
る
人
）、
③
一
般
の
部（
市

内
に
在
住
ま
た
は
市
内
の
事
業
所

に
勤
務
す
る
人
）

《
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
》

▽
種
別　

①
一
般
の
部
、
②
中
学
生

の
部
、
③
Ｏ
Ｇ
の
部
、
④
Ｂ
級
の

部
▽
参
加
資
格　

市
内
に
在
住
ま
た

は
市
内
の
事
業
所
に
勤
務
す
る
人
、

学
生
は
11
歳
以
上
、
Ｏ
Ｇ
・
Ｂ
の

部
は
初
心
者
に
限
る
。
ま
た
、
選

手
の
２
種
目
出
場
は
不
可

《
卓
球
》

▽
種
別　

①
シ
ン
グ
ル
ス
の
部
、
②

ダ
ブ
ル
ス
の
部

▽
参
加
資
格　

中
学
生
以
上
で
市
内

に
在
住
ま
た
は
市
内
の
事
業
所
に

勤
務
す
る
人

《
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
》

▽
種
別　

①
男
子
の
部
、
②
女
子
の

部
▽
参
加
資
格　

市
内
に
在
住
す
る
人
、

た
だ
し
軟
式
野
球
連
盟
登
録
者
は

出
場
不
可

《
サ
ッ
カ
ー
》

▽
チ
ー
ム
編
成　

市
内
に
在
住
ま
た

は
市
内
の
事
業
所
に
勤
務
す
る
人

お
よ
び
市
内
の
学
校
に
在
籍
す
る

人
で
編
成
さ
れ
た
チ
ー
ム

《
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
》

▽
チ
ー
ム
編
成　

①
小
学
校
の
部
、

②
中
学
校
の
部
、
③
高
校
の
部
、

④
一
般
の
部

　

エ
ン
ト
リ
ー
メ
ン
バ
ー
は
15
人

以
内
、
監
督
１
人
、
コ
ー
チ
１
人
、

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
１
人
、
計
18
人
以

下
と
す
る
。

▽
参
加
資
格　

市
内
に
在
住
ま
た
は

市
内
の
事
業
所
・
学
校
に
勤
務
・

在
籍
す
る
人

《
テ
ニ
ス
》

▽
種
別　

①
男
子
ダ
ブ
ル
ス
、
②
女

子
ダ
ブ
ル
ス
、
③
混
合
ダ
ブ
ル
ス

▽
参
加
資
格　

市
内
に
在
住
ま
た
は

市
内
の
内
事
業
所
・
学
校
に
勤
務
・

在
籍
す
る
人

《
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
》

▽
参
加
資
格　

市
内
に
在
住
ま
た
は

市
内
の
事
業
所
に
勤
務
す
る
人

《
ペ
タ
ン
ク
》

▽
開
催
日　

５
月
28
日（
水
）に
実
施

予
定

▽
参
加
資
格　

市
内
に
在
住
ま
た
は

市
内
の
事
業
所
に
勤
務
す
る
人

《
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
》

▽
開
催
日　

６
月
８
日（
日
）

▽
参
加
資
格　

市
内
に
在
住
ま
た
は

市
内
の
事
業
所
に
勤
務
す
る
人

《
軟
式
野
球
》

▽
開
催
日　

８
月
24
日（
日
）か
ら
実

施
予
定

▽
参
加
資
格　

市
内
に
在
住
ま
た
は

市
内
の
事
業
所
に
勤
務
す
る
人

■
申
込
方
法　

参
加
希
望
者
は
４
月

22
日（
火
）ま
で
に
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
。

■
申
込
・
問
合
先

　

生
涯
学
習
課
ス
ポ
ー
ツ
振
興
室

　

本（
内
線
８
１
２
、８
２
２
）

体
力
づ
く
り
サ
イ
ク
リ
ン
グ

　

中
央
公
民
館
で
は
、
五
條
市
自
転

車
安
全
協
会
主
催
に
よ
る
、
体
力
づ

く
り
サ
イ
ク
リ
ン
グ
を
実
施
し
ま
す
。

若
葉
が
薫
る
春
風
の
中
で
親
子
や
友

達
同
士
で
サ
イ
ク
リ
ン
グ
を
楽
し
ん

で
み
ま
せ
ん
か
。

■
日
時　

４
月
29
日（
火
・
祝
）午
前

９
時
中
央
公
民
館
前
出
発（
小
雨

決
行
・
荒
天
中
止
）

■
場
所　

関
西
サ
イ
ク
ル
ス
ポ
ー
ツ

セ
ン
タ
ー
（
河
内
長
野
市
）

■
対
象
者　

市
内
に
在
住
す
る
小
学

生
以
上
の
人（
た
だ
し
４
年
生
以

下
は
保
護
者
同
伴
）

■
定
員　

20
人（
定
員
に
な
り
次
第

締
め
切
り
ま
す
）

■
参
加
費　

小
・
中
学
生
＝
無
料
、

大
人
＝
１
，
０
０
０
円（
１
日
保

険
料
込
み
）

※
た
だ
し
パ
ス
ポ
ー
ト
購
入
を
希
望

す
る
場
合
は
別
に
１
，
８
０
０
円

が
必
要
で
す
。

■
持
ち
物　

弁
当
・
水
筒
・
タ
オ
ル

な
ど
（
園
内
に
は
レ
ス
ト
ラ
ン
等

も
あ
り
ま
す
。）

■
申
込
方
法　

４
月
25
日（
金
）ま
で

に
参
加
費
を
添
え
て
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
。

■
申
込
・
問
合
先

　

中
央
公
民
館

　

☎
２
４
・
２
０
０
１

み
ん
な
で
、歩
き
ま
せ
ん
か
！

　

こ
い
の
ぼ
り
を
み
な
が
ら
み
ん
な

で
楽
し
く
、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
し
ま

し
ょ
う

■
日
時　

５
月
10
日（
土
）

　
　
　
　

午
前
10
時
～
11
時
30
分

■
集
合
場
所　

五
條
中
央
公
園（
ハ

　

ー
ト
ピ
ア
さ
く
ら
横
）

※
雨
天
場
合
は
カ
ル
ム
五
條
で
開
催

■
内
容　

五
條
中
央
公
園
か
ら
吉
野

川
河
川
敷
を
３
～
４
㎞
歩
き
ま
す

■
指
導
者　

五
條
市
運
動
普
及
推
進

員
■
持
ち
物　

運
動
の
で
き
る
服
装
、

タ
オ
ル
、
水
分
補
給
の
で
き
る
も

の（
雨
天
の
場
合
上
履
き
）

■
申
込
方
法　

５
月
７
日（
水
）ま
で

に
必
ず
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

■
申
込
・
問
合
先

　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
成
人
保
健
係

　

本（
内
線
２
９
０
）

五
條
生
活
学
校
生
を募集

し
ま
す

　

生
活
学
校
で
は
、「
自
然
に
や
さ
し

い
暮
ら
し
方
」を
テ
ー
マ
と
し
て
学

習
し
て
い
ま
す
。

　

食
生
活
、
ゴ
ミ
問
題
、
水
問
題
な

ど
、
数
々
の
生
活
課
題
解
決
を
通
し

て
住
み
よ
い
社
会
作
り
に
貢
献
し
、

心
と
身
体
と
地
球
の
喜
ぶ
暮
ら
し
方

を
求
め
る
学
習
で
す
。
19
年
度
は
、

水
と
食
生
活
に
つ
い
て
学
習
し
ま
し

た
。

　

市
内
の
女
性
で
環
境
問
題
に
関
心

を
持
っ
て
い
る
皆
さ
ん
、
生
活
学
校

で
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

■
対
象
者　

市
内
に
在
住
す
る
女
性

■
年
会
費　

１
，
０
０
０
円

■
募
集
期
間　

４
月
15
日（
火
）
～

４
月
25
日（
金
）

■
申
込
・
問
合
先

　

生
涯
学
習
課

　

本（
内
線
８
２
０
）

し
ご
と
ｉ
セ
ン
タ
ー

パ
ソ
コ
ン
講
習

■
ワ
ー
ド
コ
ー
ス

▽
受
講
期
間　

６
月
26
日（
木
）
～

７
月
７
日（
月
）８
日
間

▽
場
所　

高
田
し
ご
と
ｉ
セ
ン
タ
ー

■
エ
ク
セ
ル
３
級
コ
ー
ス

▽
受
講
期
間　

６
月
９
日（
月
）
～

６
月
24
日（
火
）12
日
間

▽
場
所　

奈
良
し
ご
と
ｉ
セ
ン
タ
ー
、

高
田
し
ご
と
ｉ
セ
ン
タ
ー

■
申
込
受
付
日　

５
月
20
日（
火
）、

５
月
21
日（
水
）

■
そ
の
他　

詳
細
に
つ
い
て
は
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い

■
問
合
先

　

奈
良
し
ご
と
ｉ
セ
ン
タ
ー

　

奈
良
市
西
木
辻
町
９
３

−

６

　

☎
０
７
４
２
・
２
３
・
５
７
３
０

　

高
田
し
ご
と
ｉ
セ
ン
タ
ー

　

大
和
高
田
市
西
町
１

−

６
０

　

☎
０
７
４
５
・
２
４
・
２
０
１
０

若
者
対
象

就
職
に
役
立
つ
セ
ミ
ナ
ー

■
日
時　

５
月
８
日（
木
）、
５
月
22

日（
木
）、
５
月
29
日（
木
）

■
場
所　

な
ら
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ

■
そ
の
他　

詳
細
に
つ
い
て
は
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い

■
申
込
・
問
合
先

　

な
ら
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
（
ヤ
ン
グ

コ
ー
ナ
ー
）

　

奈
良
市
西
木
辻
町
９
３

−

６

　

☎
０
７
４
２
・
２
３
・
５
７
３
０　

FAX
０
７
４
２
・
２
３
・
５
７
５
７

　

http://w
w
w
.nara-jobcafe.

jp/

な
ら
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ

パ
ソ
コ
ン
講
習

■
日
時　

５
月
22
日（
木
）
～
６
月

５
日（
木
）11
日
間　

■
場
所　

奈
良
し
ご
と
ｉ
セ
ン
タ
ー

■
そ
の
他　

詳
細
に
つ
い
て
は
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い

■
申
込
・
問
合
先

　

奈
良
県
経
営
者
協
会

　

〒
６
３
０

−

８
２
１
３　

奈
良
市

登
大
路
町
３
６

−

２

　

☎
０
７
４
２
・
２
６
・
２
０
０
８

��



し尿くみ取りのお知らせ
〈大塔地区〉

　5月のくみ取りについては、次の日程で
実施する予定です。希望する場合は業者へ
直接依頼してください。

5月9日（金）・22日（木）
※当日の受付はできません。
■申込・問合先　ダイワクリーンサービス
　　　　　　　　☎０７４５・５２・３３７２

市立五條文化博物館　平成20年度春季特別展

松倉重政入城４００年記念
新町誕生

−町の歴史がここからはじまる−
４月１９日（土）　開幕

《記念講演会》
▽日時　５月１８日（日）午後２時～３時３０分
▽場所　市立五條文化博物館１階研修室
▽定員　８０人（事前に申し込みが必要です）
▽テーマ　「松倉重政と二見城」
▽講師　千田嘉博先生（奈良大学准教授）

《展示解説》
担当学芸員が展示をご案内します
▽日時　４月２０日（日）、４月２９日（火・祝）、
　　　　５月３日（土・祝）、５月４日（日・祝）、
　　　　５月５日（月・祝）、５月６日（火・振）、
　　　　５月２５日（日）、６月１日（日）
　　　　いずれも午後２時～２時３０分
▽場所　特別展会場

■問合先　市立五條文化博物館　☎２４・２０１１

　

FAX
０
７
４
２
・
２
６
・
２
０
０
９

催し

平
成
20
年
度

大
和
川
合
同
水
防
演
習

き
づ
い
て
い
こ
う地域

の
防
災
力

～
い
に
し
え
の
都
・
奈
良
の

安
全
と
安
心
～

　

国
土
交
通
省
近
畿
地
方
整
備
局
、

奈
良
県
、
県
下
39
市
町
村
主
催
で
、

企
業
・
団
体
等
も
参
加
す
る
合
同
水

防
演
習
を
行
い
ま
す
。「
豪
雨
に
よ
り

大
和
川
が
氾は

ん

濫ら
ん

し
、
各
地
で
被
害
発

生
」と
い
う
想
定
の
下
で
、
参
加
者

が
連
携
・
協
力
し
て
水
防
・
避
難
・

救
助
訓
練
な
ど
に
取
り
組
み
ま
す
。

国
・
県
・
市
町
村
の
災
害
対
策
や
消

防
団（
水
防
団
）の
き
び
き
び
し
た
活

動
が
見
ら
れ
る
ほ
か
、
皆
さ
ん
が
体

験
で
き
る
訓
練
や
防
災
に
関
す
る
展

示
・
体
験
コ
ー
ナ
ー
も
予
定
し
て
い

ま
す
。

■
日
時　

５
月
11
日（
日
）午
前
９
時

～
正
午（
小
雨
決
行
）

■
場
所　

生
駒
郡
斑
鳩
町
目
安
地
区

～
北
葛
城
郡
河
合
町
穴
闇
地
区
間

の
大
和
川
・
富
雄
川
合
流
地
点（
最

寄
り
駅
：
Ｊ
Ｒ
法
隆
寺
駅
）

■
問
合
先

　

国
土
交
通
省
近
畿
地
方
整
備
局
大

和
川
河
川
事
務
所
調
査
課

　

☎
０
７
２
・
９
７
１
・
１
３
８
１

　

奈
良
県
土
木
部
河
川
課
水
防
情
報

係

　

☎
０
７
４
２
・
２
７
・
７
５
０
４

　

五
條
市
役
所
庶
務
課
交
通
防
災
係

　

本（
内
線
２
３
６
）

自
衛
隊
各
種
採
用
試
験

（
一
般
幹
部
候
補
生
）

■
試
験
日
時

　
【
一
次
】５
月
17
日（
土
）

　
【
二
次
】６
月
17
日（
火
）
～
20
日

（
金
）

■
募
集
種
目　

自
衛
隊「
一
般
幹
部

候
補
生
」

■
受
験
資
格　

20
歳
以
上
26
歳
未
満

で
大
学
卒
業（
見
込
含
）者

■
受
付
期
間　

５
月
12
日（
月
）ま
で

■
そ
の
他　

入
隊
後
３
年
で
３
尉
に

任
官
、
大
学
院
修
士
学
位
取
得
者

は
２
尉

■
問
合
先

　

自
衛
隊
五
條
地
域
事
務
所

　

☎
２
２
・
３
７
８
９

平
成
20
年
度

危
険
物
取
扱
者
お
よ
び

消
防
設
備
士
試
験

■
危
険
物
取
扱
者
試
験

《
第
２
回
》

▽
日
時　

８
月
24
日（
日
）

▽
種
類　

全
種
類

▽
願
書
受
付
期
間

　

７
月
７
日（
月
）～
７
月
14
日（
月
）

《
第
３
回
》

▽
日
時　

11
月
23
日（
日
）

▽
種
類　

全
種
類

▽
願
書
受
付
期
間

　

10
月
６
日（
月
）～
10
月
14
日（
火
）

■
消
防
設
備
士
試
験

《
第
１
回
》

▽
日
時　

６
月
22
日（
日
）

▽
種
類　

甲
種
１
～
５
類
・
乙
種
全

類
▽
願
書
受
付
期
間

　

５
月
７
日（
水
）～
５
月
14
日（
水
）

《
第
２
回
》

▽
日
時　

８
月
24
日（
日
）

▽
種
類　

甲
種
特
類

▽
願
書
受
付
期
間

　

７
月
７
日（
月
）～
７
月
14
日（
月
）

《
第
３
回
》

▽
日
時　

９
月
23
日（
火
・
祝
）

▽
種
類　

甲
種
１
～
５
類
・
乙
種
全

類
▽
願
書
受
付
期
間

　

８
月
６
日（
水
）～
８
月
13
日（
水
）

《
第
４
回
》

▽
日
時　

平
成
21
年
１
月
18
日（
日
）

▽
種
類　

甲
種
１
～
５
類
・
乙
種
全

類
▽
願
書
受
付
期
間

　

11
月
26
日（
水
）～
12
月
３
日（
水
）

■
そ
の
他　

受
験
案
内
・
受
験
願

書
等
は
、
受
験
願
書
受
付
日
の
約

１
か
月
前
か
ら
消
防
本
部
、
県
消

防
救
急
課
、
消
防
試
験
研
究
セ
ン

タ
ー
奈
良
県
支
部
で
配
布
し
ま
す
。

■
問
合
先

　
（
財
）消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
奈

良
県
支
部

　

〒
６
３
０

−

８
３
０
１　

奈
良
市

��おしらせ



　「広報五條」は原則新聞折り
込み（ただし全国紙等）で配布
します。新聞を購読していない、
または新聞広告等が折り込まれ
ていない世帯については、個別
発送希望の申請を行ってくださ
い。
インターネットの五條市ホームページ
（http://www.city.gojo.lg.jp/）
にも「広報五條」を掲載してい
ます。

庶務課文書広報係本（内線208）

自由市場かげろう座２００８
　江戸時代から残る新町通りの活性化とその街なみを多くの人たちに知っ
ていただくため、自由市場「かげろう座２００８」を開催します。

出演者・出展者・スタッフ募集中！
（飲食ブースは除きます）

大イベントを繰り広げる街なみで、あなたも
自慢のパフォーマンスを披露してみませんか？ 

■日時　５月25日（日）
　　　　午前10時～午後４時
　　　　（雨天決行）

■場所　新町通り・えびす通り・
商励会通りの町屋の軒
先や空き家を予定

■内容　手作りの産品の
　　　　展示・販売

■申込・問合先
　かげろう座２００８事務局
　☎２２・２７２０

高
畑
町
菩
提
１
１
１
６

−

６　

な

ら
土
連
会
館
３
階

　

☎
０
７
４
２
・
２
７
・
５
１
１
９

　
（
た
だ
し
平
日
午
前
９
時
～
午
後

５
時
）無

料
法
律
相
談

　
「
憲
法
週
間
」に
ち
な
ん
で
、
奈
良

弁
護
士
会
と
法
テ
ラ
ス
奈
良
の
共
催

に
よ
る
無
料
法
律
相
談
が
、
次
の
と

お
り
実
施
さ
れ
ま
す
。

■
日
時　

５
月
15
日（
木
）

　
　
　
　

午
後
１
時
～
４
時

※
相
談
時
間
は
、
30
分
間
で
す
。

■
場
所　

中
央
公
民
館

■
相
談
料　

無
料

■
申
込
方
法　

４
月
24
日（
木
）か
ら

５
月
９
日（
金
）の
間（
午
前
９
時

～
午
後
５
時
、
土
・
日
・
祝
日
を

除
く
）に
電
話
で
予
約
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
定
員
に
な

り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。

■
申
込
・
問
合
先

　

法
テ
ラ
ス
奈
良（
日
本
司
法
支
援

セ
ン
タ
ー
奈
良
地
方
事
務
所
）

　

☎
０
５
０
・
３
３
８
３
・
５
４
５
０

事
業
主
の
皆
さ
ん
へ

労
働
保
険
年
度
更
新
の

時
期
に
つ
い
て

　

平
成
20
年
度
の
労
働
保
険（
労
災

保
険
・
雇
用
保
険
）の
年
度
更
新
手

続
き
は
、
４
月
１
日
か
ら
５
月
20
日

ま
で
の
期
間
で
す
。

　

労
働
保
険（
労
災
保
険
・
雇
用
保

険
）に
加
入
し
て
い
る
事
業
主
は
、

こ
の
期
間
内
に
平
成
19
年
度
概
算
保

険
料
の
確
定
算
出
を
行
う
と
と
も
に
、

平
成
19
年
度
か
ら「
石
綿
に
よ
る
健

康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
」に

よ
り
、
有
期
事
業
を
除
く
す
べ
て
の

労
災
適
用
事
業
場
の
事
業
主
に
、
一

律
１
０
０
０
分
の
０
．
０
５
の「
一

般
拠
出
金
」を
ご
負
担
い
た
だ
き
ま

し
た
が
、
平
成
19
年
度
確
定
保
険
料

か
ら
、
す
べ
て
の
事
業
者
に
同
率
に

て
、
ご
負
担
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
の
で
、「
一
般
拠
出
金
」の

申
告
・
納
付
お
よ
び
平
成
20
年
度
の

概
算
保
険
料
の
申
告
・
納
付
の
手
続

き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
21
年
度
か
ら
、
年
度

更
新
の
実
施
時
期
が
６
月
１
日
か
ら

７
月
10
日
に
変
更
に
な
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

年
度
更
新
時
期

平
成
20
年
度
平
成
20
年
４
月
１
日

～
平
成
20
年
５
月
20

日

平
成
21
年
度
平
成
21
年
６
月
１
日

～
平
成
21
年
７
月
10

日

平
成
22
年
度

以
降

該
当
年
度
の
６
月
１

日
～
該
当
年
度
の
７

月
10
日

■
問
合
先

　

奈
良
労
働
局
総
務
部
労
働
保
険
徴

収
室

　

〒
６
３
０

−
８
５
７
０　

奈
良
市

法
蓮
町
３
８
７
番
地　

奈
良
第
三

地
方
合
同
庁
舎

　

☎
０
７
４
２
・
３
２
・
０
２
０
３

　

各
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
・
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク（
公
共
職
業
安
定
所
）

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
順
不
同
・
敬
称
略
）

《
善
意
銀
行
》

　

中
田
一（
丹
原
町
）

　

吉
岡
学（
中
町
）

��




